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　その上

うえ

で、前文
ぜんぶん

において条例
じょうれい

の制定
せいてい

が、障害
しょうがい

のある人
ひと

だけではなく、すべての人
ひと

が住
す

みよい社会
しゃかい

づくりに有効
ゆうこう

なことを明記
めいき

するべき

と考
かんが

えます。

　ご意見
いけん

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、記載
き さい

する内容
ないよう

を検討
けんとう

いたします。
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○前文
ぜんぶん

について

　中間案
ちゅうかんあん

には、盛
も

り込
こ

むべき内容
ないよう

として4点掲
てんかか

げられている。とくに「経緯
けいい

や現状
げんじょう

」においては、いかに尊厳
そんげん

を貶
おとし

められ、傷
きず

つけられてき

たかという現実
げんじつ

を書
か

き込
こ

む必要
ひつよう

がある。さらに先
さき

の震災
しんさい

によって障害者
しょうがいしゃ

がさらに困難
こんなん

な状況
じょうきょう

におかれたことに触
ふ

れるべきである。これ

は甚大
じんだい

な被害
ひがい

を受
う

けた宮城
みやぎ

を代表
だいひょう

する都市
と し

として不可欠
ふかけつ

であると考
かんが

える。障害者
しょうがいしゃ

は災害弱者
さいがいじゃくしゃ

でもある。差別
さべつ

を解消
かいしょう

していくことと障害
し ょ う

者
がいしゃ

を災害弱者
さいがいじゃくしゃ

にしないということは重
かさ

なるため、盛
も

り込
こ

むことは望
のぞ

ましい。

　そうした現実
げんじつ

をふまえて、目指
め ざ

すべき社会像
しゃかいぞう

を示
しめ

していく必要
ひつよう

がある。

　ご意見
いけん

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、記載
き さい

する内容
ないよう

を検討
けんとう

いたします。
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○「なぜ条例
じょうれい

が必要
ひつよう

なのか」について

　この問
と

いかけは、条例
じょうれい

づくりの根幹・命
こんかん　いのち　い

と言えるものであり、「前文
ぜんぶん

」の中
なか

で説明
せつめい

されるのでしょうが、障害
しょうがい

を持
も

つ方々
かたがた

のこれまでの苦
くる

しみ・心
こころ

の叫
さけ

びなどを市民
しみん

に十分
じゅうぶん

に伝
つた

えるとともに明
あか

るい未来
みらい

を描
えが

く展望
てんぼう

するものにしてほしいと思
おも

います。

　ご意見
いけん

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、記載
き さい

する内容
ないよう

を検討
けんとう

いたします。

目
的

も
く
て
き

4

○目的
もくてき

について

　中間案
ちゅうかんあん

には、2点掲
てんかか

げられている。ここでは「解消
かいしょう

」が使用
し よ う

されているが、条例
じょうれい

の名称
めいしょう

や趣旨
し ゅ し

において「禁止
き んし

」を推
お

す声
こえ

もあった。解消
かいしょ

法も実質的
うほうじっしつてき

な禁止法
きんしほう

と捉
とら

えられており、のちに提起
ていき

する「条例
じょうれい

の名称
めいしょう

」にも深
ふか

く関
かか

わる。その整合性
せいごうせい

をどうとるのか検討
けんとう

が必要
ひつよう

ではな

いか。

　また、文中
ぶんちゅう

に「～差別の解消を推進
さべつ　かいしょう　すいしん

し」とあるが、言い切る形
　い　　　き　かたち

で『推進
すいしん

』を削除願
さくじょねが

いたい。

　条例の目的
じょうれい　もくてき

は、

①障害を理由
しょうがい りゆう

とする差別(不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供)を定義
さべつ （ふとう さべつてきと あつか ごうりてきはいりょ ふていきょう） ていぎ

するとともに、これをなくすこと

②障害を理由とする差別を未然に防止
しょうがい りゆう さべつ みぜん ぼうし

すること

③差別を受
さ べ つ う

けた場合
ばあい

に救済
きゅうさい

するシステムを構築
こうちく

し、示
しめ

すこと

条例
じょうれい

は、障害者
しょうがいしゃ

も同
おな

じ市民
しみん

として、障害
しょうがい

のない人
ひと

と同様の生活
どうよう　せいかつ

をする上
うえ

での指針
し し ん

でもある。今
いま

まであまりかかわりを持
も

っていなかった

市民
しみん

にとっては障害者
しょうがいしゃ

とかかわるうえでの指針
し し ん

ともなる。条例
じょうれい

は一定
いってい

の拘束力
こうそくりょく

を持
も

つものだが、少
すこ

しずつ「これはいけないことなのだ、

恥
は

ずかしいことなのだ」という意識
いしき

が根付
ね づ

いていってほしい。

　障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

は、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをなく

すことに加
くわ

え、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を拡大
かくだい

していくことで進
すす

められ

るものと認識
にんしき

しております。これらについては、条例
じょうれい

を施行
せ こ う

する

ことだけでは実現
じつげん

は難
むずか

しく、市民
しみん

や事業者
じぎょうしゃ

の理解
りかい

を得
え

ながら

様々
さまざま

な取
と

り組
く

みを推進
すいしん

していくことが必要
ひつよう

と考
かんが

え、「推進
すいしん

」という

表現
ひょうげん

としたところです。

　条例
じょうれい

の目的
もくてき

に係
かか

るご意見
いけん

の趣旨
し ゅ し

につきましては、条例全体に
じょうれいぜんた

盛り込
い も こ

まれていると考
かんが

えております。

「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
す い し ん

するための条例
じょうれい

のあり方
か た

（中間案
ちゅうかんあん

）」へ寄
よ

せられた意見
い け ん

項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

前
文

ぜ
ん
ぶ
ん

1



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

定
義

て

い

ぎ

5

○定義
ていぎ

について

　中間案
ちゅうかんあん

には、4つの語
ご

が定義
ていぎ

されている。この中
なか

で、肝心
かんじん

の「(障害者)差別
しょうがいしゃ　さべつ

」の定義
ていぎ

がないことは不十分
ふじゅうぶん

である。用語の定義
よ う ご て い ぎ

であり、

差別の定義
さ べ つ て い ぎ

ではないからである。

たとえば、「差別
さべつ

」の定義
ていぎ

であれば、

「障害を理由
しょうがい りゆう

とした差別
さべつ

とは、客観的に正当
きゃっかんてき　せいとう

かつやむを得
え

ないと認
みと

められる事情
じじょう

なしに行
おこ

われる、障害を理由
しょうがい りゆう

としたあらゆる区分や排
くぶん　はいじょ

除又は制限
また せいげん

であって、障害
しょうがい

をもつ人
ひと

が平等
びょうどう

な場
ば

で全
すべ

ての人権及
じんけんおよ

び基本的自由
きほんてきじゆう

を認識
にんしき

し、享有
きょうゆう

し又
また

は行使
こ う し

を害
がい

し又
また

は無効
む こ う

にする目的
も く て

又
きまた

は効果
こ う か

を有
ゆう

するものをいう」

とすべきである。

また、やはり「不当
ふ と う

な差別取
さ べ つ と

り扱
あつか

い」の語
ご

は違和感
いわかん

を禁
きん

じ得
え

ない。協議会
きょうぎかい

でも議論
ぎろん

されたところではあるが、差別
さべつ

の定義
ていぎ

で「差別
さべつ

」を用
もち

いるのは適当
てきとう

ではない。他
た

の条例
じょうれい

で用
もち

いられている「不利益取
ふ り え き と

り扱
あつか

い」が適切
てきせつ

だと考
かんが

える。

　さらに、「合理的配慮」も単純に用語の定義
ごうりてきはいりょ たんじゅん ようご ていぎ

になっている。条文の性格
じょうぶん　せいかく

をどのようにするかによるが、「合理的配慮の不提供
ごうりてきはいりょ ふていきょう

」が差別
さべつ

であることは明確
めいかく

にしなければならない。中間案の後半
ちゅうかんあん　こうはん

にも「合理的配慮の提供
ごうりてきはいりょ　ていきょう

」があるが、「提供
ていきょう

」とした場合
ばあい

は好
この

ましい側面
そくめん

を強調
きょうちょう

した表現
ひょうげん

になる。しかし直前
ちょくぜん

の「不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い」では、好
この

ましくない対応
たいおう

の列挙
れっきょ

である。この整合性
せいごうせい

について、整理
せいり

すべきであ

る。

　「定義
ていぎ

」は、解釈上の疑義
かいしゃくじょう ぎぎ

をなくし条例
じょうれい

で用
もち

いる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

を

明確
めいかく

にするもので、差別
さべつ

にあたる禁止
き んし

される行為
こ う い

等
とう

について

は、その後
ご

の項目
こうもく

で示
しめ

しております。

　なお、個別
こべつ

の事案
じあん

において特定
とくてい

の行為
こ う い

が差別
さべつ

に該当
がいとう

するかど

うかは、それぞれの事案
じあん

に応
おう

じて個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

に判断
はんだん

されるもの

であり、「差別
さべつ

」を定義
ていぎ

することは困難
こんなん

であると考
かんが

えております。

　　「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」は障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

において用
もち

いら

れている用語
よ う ご

であり、表現
ひょうげん

が統一
とういつ

されているほうが分
わか

りやすいと

考
かんが

えております。
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

定義
ていぎ

について

　『「障害者
しょうがいしゃ

」とは、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
しんたいしょうがい ちてきしょうがい せいしんしょうがい はったつしょうがい ふく

む）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き のう

の障害
しょうがい

がある者
もの

』という規定
きてい

は、下記
か き

の理
り

由
ゆう

により「医学
い がく

モデル」を前提
ぜんてい

とした「障害者観
しょうがいしゃかん

」です。「障害
しょうがい

がある」という理由
り ゆ う

で、社会
しゃかい

から差別
さべつ

や分断
ぶんだん

を知
し

られてきた一人
ひ と り

ひとりの

当事者
とうじしゃ

の生
い

きづらさや悩
なや

み苦
くる

しみに、正面
しょうめん

から「社会自身
しゃかいじしん

」が向
む

き合
あ

うことが、大前提
だいぜんてい

でなければなりません。

この点
てん

に関
かん

する検討
けんとう

が、仙台市障害者施策推進協議会の議論の中
せんだいししょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかい ぎろん なか

で、十分論点化
じゅうぶんろんてんか

されないまま、定義
ていぎ

されることは、拙速
せっそく

です。ココ

ロンカフェで「障害
しょうがい

とは」というテーマで、話
はな

し合
あ

ったように「障害
しょうがい

があるのは個人
こ じ ん

ではなく、社会
しゃかい

の側
がわ

に障壁
しょうへき

がある。」という視点を明確
してん めいかく

にする必要
ひつよう

があります。

　「障害者
しょうがいしゃ

」については、「身体障害、知的障害、精神障害（発達
しんたいしょうがい　ちてきしょうがい　せいしんしょうがい

障害
　はったつしょうがい

を含
ふく

む）その他の心身の機能の障害がある者
ほか しんしん きのう しょうがい もの

であって、障
しょう

害及
がいおよ

び社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常生活又は社会生活に相
にちじょうせいかつまた しゃかいせいか

当な制限を受
つ　そうとう　せいげん　う

ける状態
じょうたい

にあるもの」と定義
ていぎ

しております。

　障害者基本法や障害者差別解消法と同様の定義
しょうがいしゃきほんほう　しょうがいしゃさべつかいしょうほう　どうよう　ていぎ

することに

ついて、第5回協議会
だい　かいきょうぎかい

においても議論
ぎろん

されたところであり、表現
ひ ょ う

が統一
げん　とういつ

される方が、市民の皆様にも分
ほう　　　　しみん　　　みなさま　　　わ

かりやすいと考
かんが

えており

ます。

（理由
り ゆ う

）

「障害者基本法」障害の定義の問題性
しょうがいしゃきほんほう しょうがい ていぎ もんだいせい

についての議論が必要
ぎろん ひつよう

です。「この法律に於
ほうりつ お

いて『障害者
しょうがいしゃ

』とは、身体障害、知的障害又は精神
しんたいしょうがい ちてきしょうがいまた せい

障害
しんしょうがい

があるため、長期
ちょうき

にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受
にちじょうせいかつまた しゃかいせいかつ そうとう せいげん う

けうもの」と規定
きてい

している。能力の不全と心身の損傷
のうりょく ふぜん しんしん そんしょう

による

機能障害に着目
きのうしょうがい  ちゃくもく

した「医学
い がく

モデル」を前提
ぜんてい

とした「障害者観
しょうがいしゃかん

」である。

・「障害の範囲
しょうがい はんい

」が心身の損傷
しんしん そんしょう

に対
たい

する機能障害が医学的基準
きのうしょうがい  いがくてききじゅん

によってされ障害等級の認定に対象者が必然的に限定
しょうがいとうきゅう にんてい たいしょうしゃ ひつぜんてき げんてい

される。日常
にちじょ

生活動作
うせいかつどうさ

（ＡＤＬ）を中心
ちゅうしん

とする判定基準
はんていきじゅん

に該当
がいとう

しない、高次脳機能障害や学習障害
こうじのうきのうしょうがい  がくしゅうしょうがい

（ＬＤ）は多
おお

くが「障害の定義
しょうがい　ていぎ

」から除外
じょがい

される。

・「医学
い がく

モデル」を前提
ぜんてい

とした「障害者観
しょうがいしゃかん

」は、恩恵
おんけい

と保護
ほ ご

による福祉政策
ふくしせいさく

の「特殊な存在
とくしゅ　そんざい

」とみなしていく法的根拠の背景
ほうてきこんきょ　はいけい

となっており、

市民社会
しみんしゃかい

のあらゆる場面
ばめん

での対等
たいとう

な構成員
こうせいいん

としての存在
そんざい

を阻害
そがい

してきた。

・「環境因子
かんきょういんし

」と「個人因子
こじんいんし

」の相互作用
そ う ご さ よ う

とその影響
えいきょう

が、相変
あいか

わらず機能・構造障害
きのう　こうぞうしょうがい

（impairment）に着目
ちゃくもく

した「医学
い がく

モデル」の方向
ほうこう

に帰
き

結
けつ

してしまう圧力
あつりょく

を日常的
にちじょうてき

に受
う

けてしまうことになる。

●障害者基本法の限界
しょうがいしゃきほんほう　げんかい

」：参加
さんか

する機会
きかい

が（恩恵的
おんけいてき

に）与
あた

えられる（対象
たいしょう

）とみなされ、障害者
しょうがいしゃ

の社会参加
　しゃかいさんか

を権利
けんり

として保障
ほしょう

するとは

なっていない。

・「旧法
きゅうほう

（心身障害者対策基本法
　しんしんしょうがいしゃたいさくきほんほう

）」の優生思想
ゆうせいしそう

と結
むす

びついた「心身
しんしん

の障害
しょうがい

の発生予防
はっせいよぼう

」または「更生
こうせい

」と「保護
ほ ご

」に基
もと

づく古
ふる

くからの障害
し ょ う

者施策
がいしゃせさく

の要素
よ う そ

を根強
ねづよ

く残
のこ

し、「施設
しせつ

への入所
にゅうしょ

」「重度障害者
じゅうどしょうがいしゃ

の保護等
ほごとう

」の規定
きてい

によって、当事者
とうじしゃ

に対
たい

して障害
しょうがい

の軽減と克服
けいげん　こくふく

への努力を
どりょくを

押
　お

し付
　つ

け、「自立
じ り つ

することの著しく困難
いちじる　こんなん

な」重度
じゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

に対
　たい

しては、保護
ほ ご

の観点
かんてん

から隔離・収容型の施設入所を引
かくり しゅうようがた しせつにゅうしょ ひ

き続
つづ

き推進
すいしん

すると

いうことが明記
めいき

され、＜脱施設
だつしせつ

から地域
ちいき

へ＞という明確
めいかく

な方向
ほうこう

が打
だ

ち出
だ

せていない。

・障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

の「医学
い が く

モデル」としての構造的
こうぞうてき

な限界
げんかい

は明
あき

らかであり、「障害
しょうがい

」を環境的因子
かんきょうてきいんし

との関係
かんけい

からアプローチして明確
めいかく

にし、

その阻害要因
そがいよういん

の除去
じょきょ

を求
もと

める「社会
しゃかい

モデル」への転換
てんかん

が急
いそ

がれる必要
ひつよう

がある。

6
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

●「障害
しょうがい

のレベル（階層
かいそう

）」について、「機能障害」「能力障害」「社会的不利
きのうしょうがい　のうりょくしょうがい　しゃかいてきふり

」の３つのレベルがある。（１９８１年
ねん

の国際障害者年の前年
こくさいしょうがいしゃねん　ぜんねん

にＷＨＯ（世界保健機関
せかいほけんきかん

）「機能障害、能力障害
きのうしょうがい　のうりょくしょうがい

および社会的不利
しゃかいてきふり

の国際障害分類」を発表）「社会的不利
こくさいしょうがいぶんるい　はっぴょう　しゃかいてきふり

」はNandicapが軽蔑的
けいべつてき

な意
　

味合
いみあ

いを持
も

つため完全
かんぜん

に除去
　じょきょ

。Disabilithyを障害
しょうがい

の第二次元
だいにじげん

の名称
めいしょう

としては使
つか

わず、代
か

わりに包括用語
ほうかつようご

として残
のこ

す。

・障害
しょうがい

とは健康
けんこう

に関連
かんれん

した人
ひと

と環境
かんきょう

の相互作用
そうごさよう

による多次元
た じ げ ん

の現象
げんしょう

である。

・問題
もんだい

は言葉
ことば

の問題
もんだい

であるだけでなく、障害
しょうがい

に対
たい

する他
た

の人々
ひとびと

と社会
しゃかい

の態度
たいど

の問題
もんだい

である。

・２００１年世界保健会議「生活機能・障害・健康の国際分類
ねん せかいほけんかいぎ せいかつきのう しょうがい けんこう こくさいぶんるい

」という中立的な用語
ちゅうりつてき ようご

を用
もち

いる名称
めいしょう

となり、①機能・構造障害
きのう　こうぞうしょうがい

（impairment）

②活動制限
かつどうせいげん

（activity limitation）③参加制約
さんかせいやく

（participation restriction）の３つの階層
かいそう

を通
つう

じて人間
にんげん

の生活
せいかつ

に関
かか

わるすべてを対象
たいしょう

するこ

とになった。

・この人間生活
にんげんせいかつ

の３階層
かいそう

を包括
ほうかつ

する用語
よ う ご

として「生活機能
せいかつきのう

」（Functioning）を用
もち

い、相互関係
そうごかんけい

を両方向
りょうほうこう

の矢印
やじるし

でつないでモデル化
か

した。

・「環境因子
かんきょういんし

」と「個人因子
こじんいんし

」を「背景因子
はいけいいんし

」として、障害
しょうがい

の発生
はっせい

や経過
けいか

に影響
えいきょう

する因子
いんし

として取上
と り あ

げた。

・障害当事者
しょうがいとうじしゃ

を取
と

り巻
ま

く現実
げんじつ

の障害
しょうがい

に対
たい

する他
た

の人々
ひとびと

との社会
しゃかい

の古
ふる

い偏見
へんけん

と差別的態度
さべつてきたいど

につながる諸要素
しょようそ

との力関係
ちからかんけい

とによって、相
あ

変
いか

わらず機能・構造障害
きのう　こうぞうしょうがい

（impairment）に着目
ちゃくもく

した「医学
い がく

モデル」によって「対処
たいしょ

」されていく可能性
かのうせい

を否定
ひてい

できない。

・「環境因子
かんきょういんし

」と障害当事者
しょうがいとうじしゃ

のエンパワメントが不可欠
ふかけつ

である「個人因子
こじんいんし

」との相互関係
そうごかんけい

をどのような仕組
し く

みのもとで構築
こうちく

していくのか

が、これからの核心的
かくしんてき

テーマになっていることは確
たし

かである。

定
義

7

○「不当な差別的取扱
ふとう　さべつてきとりあつかい

い」とは・・・○「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」とは・・・について

　この文言
もんごん

ではなく、「不均等な待遇
ふきんとう たいぐう

」または「不利益な待遇
ふりえき たいぐう

」とすべきです。また、「ただし」規定
きてい

を、「括弧付
か っ こ つ

き」で表記
ひょうき

し、例外規定
れいがいきてい

す

べきで「本来
ほんらい

は、行
おこ

ってはならない」ことを明確
めいかく

にすることです。

（理由
り ゆ う

）

２００６年
ねん

１２月
がつ

１３日国連総会で採択
にち こくれんそうかい　さいたく

された「障害者権利条約
しょうがいしゃけんりじょうやく

」は、２００７年
ねん

３月
がつ

３０日
にち

ニューヨーク国連本部
こくれんほんぶ

で「障害者権利条約の選
しょうがいしゃけんりじょうやく

択議定書
せんたくぎていしょ

」締約国署名
ていやくこくしょめい

が行
おこ

われました。

●第２条
だい　じょう

　「障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

」とは、障害
しょうがい

に基
もと

づくあらゆる区別、排除、制限
くべつ　はいじょ　せいげん

であり、政治、経済、社会、文化、市民
せいじ けいざい しゃかい ぶんか しみん

その他
た

いかなる分
ぶ

野
んや

においても、他者
た しゃ

との平等
びょうどう

に基
もと

づくすべての人権と基本的自由の認識、享受、行使を阻害
じんけん きほんてきじゆう にんしき きょうじゅ こうし そがい

したり無効
む こ う

にしたりする目的
もくてき

または効果を
こうか

有
ゆう

するものを指
さ

す。障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

にはあらゆる形態
けいたい

の差別
さべつ

があり、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の否定
ひてい

も含
ふく

まれる。

「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」とは、障害者
しょうがいしゃ

が他者
た しゃ

との平等
びょうどう

に基
もと

づくすべての人権
じんけん

や基本的自由
きほんてきじゆう

の享受
きょうじゅ

または行使
こ う し

を保障
ほしょう

するために、特定
とくてい

の場合
ばあい

に

不可欠
ふかけつ

で、必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

であるが、一方的
いっぽうてき

または過度
か ど

の負担
ふたん

を課
か

さない程度
ていど

の変更
へんこう

や調整
ちょうせい

のことをいう。（障害者
しょうがいしゃ

の求
　もと

めに応
おう

じて、

障害者が障害
しょうがいしゃ　しょうがい

のない者
もの

と同様に人権を行使
どうよう じんけん こうし

し、又は機会や待遇を享受
また きかい たいぐう きょうじゅ

するために必要
ひつよう

かつ適切な現状の変更や調整を行
てきせつ　げんじょう　へんこう　ちょうせい　おこな

うことを

「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」と言
い

い、これを行
おこな

わないことは、差別
さべつ

となる。ただし、相手側
あいてがわ

にとって「過度な
か ど な

負担
ふたん

」が生
しょう

じる場合
ばあい

は例外
れいがい

となる。）「不均
ふきん

等な待遇
とう たいぐう

」とは、障害又は障害に関連
しょうがいまた　しょうがい　かんれん

する事由
じ ゆ う

を理由
り ゆ う

とする区別、排除又
くべつ　はいじょまた

は制限
せいげん

その他
た

の異
こと

なる取扱
とりあつか

い。（ただし、当該取扱
とうがいとりあつか

いが客
きゃ

観的に見
っかんてき　み

て、正当な
せ い と う

目的
もくてき

の下
もと

に行
おこな

われたものであり、かつ、その目的
もくてき

に照
て

らして当該取扱
とうがいとりあつか

いがやむを得
え

ないと言
い

え

　 「不当な差別的取扱い」は障害者差別解消法において用
ふとう　　　さべつてきとりあつか　　　しょうがいしゃさべつかいしょうほう　　　　　もち

いら

れている用語であり、表現が統一
ようご　　　　　　　　ひょうげん　とういつ

されている方
ほう

が分
わか

りやすいと

考
かんが

えています。

　また、何人
なんぴと

も不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取
と

り扱
あつか

いをしてはならないことにつ

いては、「4 基本
きほん

理念
りねん

」に記載
き さい

されております。
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

8

○複合的な問題に対
ふくごうてき もんだい たい

する配慮
はいりょ

　女性
じょせい

や児童
じ ど う

に関
かん

する配慮
はいりょ

を、特
とく

に書
か

き込んでいることがとても良
よ

いと感
かん

じます。

　このような配慮
はいりょ

は、さらに性自認・性的指向・国籍・文化・経済状況など分野横断的な諸課題
せいじにん　せいてきしこう　こくせき　ぶんか　けいざいじょうきょう　ぶんやおうだんてき　しょかだい

に、より広
ひろ

げる必要
ひつよう

があります。

　また、社会情勢の変化
しゃかいじょうせい　へんか

で配慮
はいりょ

すべき事項が
じ こ う が

加
く

わってゆくことは必然
ひつぜん

です。

　こうした変化
へんか

に対応
たいおう

できるような条文
じょうぶん

が必要
ひつよう

です。

　ご意見
いけん

として承
うけたまわ

ります。

9

○基本理念
きほんりねん

について

　基本理念
きほんりねん

には、4点掲
てんかか

げられているが、1点目
てんめ

において

「共生社会を実現
きょうせいしゃかい　じつげん

するため、社会的障壁を除去
しゃかいてきしょうへき　じょきょ

し、何人も障害者
なんぴと　しょうがいしゃ

に対
　たい

する不利益
ふ り え き

取
と

り扱
あつか

いをしてはならないことと、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

の拡大
かくだい

が図
はか

られること。」

とすべき。社会的障壁の除去
しゃかいてきしょうへき　じょきょ

は、共生社会を実現
きょうせいしゃかい　じつげん

するために行
おこな

うものであるため、上記
じょうき

の表現が望
ひょうげん　のぞ

ましい。

　さらに、障害の有無に関
しょうがい　うむ　　かかわ

わらず個人
こ じ ん

の尊厳が尊重
そんげん　そんちょう

されるべきである。また、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、社会・経済・文化
しゃかい　けいざい　ぶんか

などのあらゆる活動
かつど

に参加
う さんか

する機会
きかい

や、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

の機会
きかい

が確保
かくほ

されることを、明記
めいき

すべき。

　基本
きほん

理念
りねん

では、より普遍的
ふへんてき

で考
かんが

え方
かた

の基盤
きばん

となる、障害者
しょうがいしゃ

の

基本的
きほんてき

人権
じんけん

の尊重等を踏
そんちょうとう　ふ

まえ、共生社会の実現に向
きょうせいしゃかい　じつげん　む

け差別
さべつ

解
か

消
いしょう

に取組
と り く

んでいくこととを規定
きてい

しておりますので、原案
げんあん

のままと

いたします。

10

○市
し

、事業者
じぎょうしゃ

、市民
しみん

の責務
せきむ

や役割
やくわり

　「市
し

の職員
しょくいん

は、自
みずか

らが先頭
せんとう

に立
た

って障害者差別解消に向けた取り組みの実践と、推進に努
しょうがいしゃさべつかいしょう む と く じっせん すいしん つと

めなければならない。」

という、市の行政に関わる職員としての役割と責務を設
し ぎょうせい かか しょくいん やくわり せきむ もう

けるべきである。

市民の役割においては、市に協力するだけでなく　「障害による差別の解消にむけて、生活上の困難を周囲に求めることができる社会
しみん　　　やくわり　　　　　　　　　　　　　し　　きょうりょ　　　　　　　　　　　　　　　　しょうが　　　　　　さべつ　　かいしょう　　　　　　　　　せいかつじょう　こんなん　しゅうい　もと　　　　　　　　　　　　　　しゃか

環境の
いかんきょう

実現に寄与するよう努
じつ げん き よ つ と

める。」などのように、より積極的
せっきょくてき

なメッセージを込
こ

めるべき。

　市
し

の職員
しょくいん

に係
かか

る障害者差別解消に関
しょうがいしゃさべつかいしょう　かん

することについては、条
じょ

例
うれい

での位置
い ち

づけではなく、職員
しょくいん

が守
まも

るべき規範
きはん

として別途
べっと

検討
けんとう

することとしております。

　市民
しみん

に対
たい

しては、障害
しょうがい

の理解
りかい

、啓発
けいはつ

に努
つと

めてまいります。

11

　市
し

、事業者
じぎょうしゃ

、市民
しみん

の責務
せきむ

や役割
やくわり

、不当
ふ と う

な差別
さべつ

的
てき

取扱
とりあつか

いの禁止
き んし

等
とう

に関
かん

し、国
くに

で前記
ぜんき

法
ほう

を受
う

けて定
さだ

めている対応
たいおう

方針
ほうしん

がありますので、

それに沿
そ

ったものとし、それと関連
かんれん

させ、条
じょう

例
れい

にもそのことが分
わ

かるように記述
きじゅつ

されると一体的
いったいてき

に理解
りかい

・対応
たいおう

ができ効率的
こうりつてき

ではないかと

思
おも

います。

　ご意見
いけん

のとおり、障害者差別解消法が平成28年4月に施行
、しょうがいしゃさべつかいしょうほう　へいせい　ねん　がつ　せこう

さ

れますことから、条例
じょうれい

の施行
せ こ う

にあたって、市民
しみん

等
とう

にわかりやす

く、効果的
こうかてき

に普及啓発
ふきゅうけいはつ

が行
おこな

えるよう検討
けんとう

してまいります。

基
本
理
念

き

ほ

ん

り

ね

ん

市

、
事
業
者

、
市
民
の
責
務
や
役
割

し

、
じ
ぎ

ょ
う
し

ゃ

、
し
み
ん
の
せ
き

む

や

や

く

わ

り

5



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

12
　「差別

さべつ

禁止
き んし

」とはっきり明示
めいじ

してほしいです。「差別
さべつ

」は良
よ

くないものであるという認識
にんしき

が大切
たいせつ

だと思
おも

います。 　中間案
ちゅうかんあん

において、市
し

と事業
じぎょう

者
しゃ

は、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いしては

ならないと記載
き さい

しています。

13

○不当な差別的取扱
ふとう　さべつてきとりあつか

いの禁止等
きんしとう

（不利益取扱
ふりえきとりあつか

いとすべき）

　中間案
ちゅうかんあん

では、8分野
ぶんや

にまとめられているが、これは市
し

が基礎資料
き そ し り ょ う

として集
あつ

めた差別事例
さべつじれい

を分析
ぶんせき

して得
え

た分類
ぶんるい

に対応
たいおう

させるのが適切
てきせつ

で

あろう。これは実際
じっさい

に起
お

こっている事例
じれい

であり、これらを解消
かいしょう

するための考え方
かんが　かた

や仕組
し く

みを示
しめ

す必要
ひつよう

があるからだ。

　既存
きそん

の法律
ほうりつ

や制度
せいど

があるから条例
じょうれい

で規定
　きてい

しないということであれば、適切
てきせつ

な法律
ほうりつ

や制度
せいど

につながるための仕組
し く

みが必要
ひつよう

である。

　さらに特記
と っ き

したいことは、「不当
ふ と う

な」とあるように、差別
さべつ

が正当化
せいとうか

される場合
ばあい

があることに伴う懸念
ともな　けねん

だ。

①過重
かじゅう

な負担
ふたん

②事物
じぶつ

の本質的な変更が伴う場合
ほんしつてき　へんこう　ともな　ばあい

　など

があるときには是正措置を
ぜ せ い そ ち

行
おこな

わなくてもいい、という「正当化事由
せいとうかじゆう

」がある。これは、状況
じょうきょう

によって判断
はんだん

するものであるが、それだけに

様々
さまざま

に拡大
かくだい

解釈
かいしゃく

される恐
おそ

れがある。冒頭
ぼうとう

の事例
じれい

でも店側
みせがわ

は「(勝手
かって

に想定
そうてい

した)車
くるま

いす席
せき

が空
あ

いていない」「通路
つ う ろ

が狭
せま

い(いすとテーブ

ルは可動式
かどうしき

だった)」という理由
り ゆ う

で、待
ま

つかどうかの確認
かくにん

をせずに私
わたし

を追
　お

い払
はら

った。店
みせ

にとっては、入店
にゅうてん

させない理由
り ゆ う

である。これは極
きょ

端
くたん

な例
　れい

ではあるが、現状
げんじょう

に至
　いた

っている理由
り ゆ う

は必
かなら

ずある。それをどのように解釈
かいしゃく

し、権利
けんり

の行使
こ う し

を保障
ほしょう

していくのかが重要
じゅうよう

なポイントで

ある。

　「正当化事由
せいとうかじゆう

」はきわめて限定的
げんていてき

に判断
はんだん

していかなければならない。

　中間案
ちゅうかんあん

では、募集
ぼしゅう

事例
じれい

の分野
ぶんや

のうち、市
し

と事業
じぎょう

者
しゃ

が禁止
き んし

され

る不当
ふ と う

な差別
さべつ

的
てき

取扱
とりあつか

いに該当
がいとう

する分野
ぶんや

を盛
も

り込
こ

むよう整理
せいり

いた

しました。また、差別
さべつ

事例
じれい

の解決
かいけつ

のため、必要
ひつよう

な制度
せいど

や機関
きかん

に

適切
てきせつ

につなげるよう関係機関
かんけいきかん

との連携強化を図
れんけいきょうか　はか

ることとしていま

す。

　不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いにおける「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

」がある場合
ばあい

につ

いては、国
くに

の基本
きほん

指針
し し ん

や対応指針等
たいおうししんとう

においても障害者
しょうがいしゃ

に丁寧
ていねい

に説明
せつめい

することとされています。本市
ほんし

においてもこれに関
かん

する事
じ

例
れい

を集積
しゅうせき

しながら、事業
じぎょう

者
しゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

していけるよう周知
しゅうち

等
とう

を図
はか

ってまいりたいと考
かんが

えています。

14

　禁止
き んし

されるとする差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いのうち、「条件
じょうけん

を付
ふ

すこと」は、恐
おそ

らく市民
しみん

生活
せいかつ

レベルでは「協力
きょうりょく

のお願
ねが

い」との境界線
きょうかいせん

が微妙
　びみょう

な場合
ばあい

が往々
おうおう

にしてあると思
おも

います。

　市
し

が設置
せっち

することとしている「調整機関
ちょうせいきかん

」の実務
じつむ

で課題
かだい

になることが予想
よ そ う

されます。

未整理
み せ い り

の状態
じょうたい

ですと新
あら

たな課題
かだい

やトラブルのもとになると思
おも

われますので、こうしたことを想定
そうてい

し対応
たいおう

されるとよいと思
おも

います。

　条例
じょうれい

の解説
かいせつ

は作成
さくせい

を予定
よてい

していますが、具体的
ぐたいてき

な相談事案
そうだんじあん

を

蓄積
ちくせき

し、整理
せいり

することが必要
ひつよう

であると考
かんが

えております。

15

まず、「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き んし

等
とう

」のところで、いろいろな禁止
き んし

の項目
こうもく

がある中
なか

で、項目
こうもく

によって「～せず、～」「～なく～」と禁止
き んし

の前提
ぜんてい

の記述
きじゅつ

があったりなかったりしていますが、それぞれについてあるなしの理由
り ゆ う

は何
なに

かな、との疑問
ぎもん

が生
しょう

じ、悩
なや

むので読
よ

むの嫌
いや

になりました。

また、禁止
き んし

の前提
ぜんてい

の内容
ないよう

については、具体的
ぐたいてき

にどういうことだとそれに当
あ

てはまるのか、または、当
あ

てはまらないのか、という話
はなし

が出
で

て

来
く

ると思
おも

いますので、ガイドラインなどが必要
ひつよう

では、と思
おも

いました。

　ご意見
いけん

の趣旨
し ゅ し

をふまえながら、わかりやすい表現
ひょうげん

となるよう検
け

討
んとう

いたします。条例の解説は作成を予定していますが、具体的
じょうれい かいせつ さくせい よてい ぐたいてき

な相談事案
そうだんじあん

を蓄積し、整理
ちくせき せいり

することが必要
ひつよう

であると考えておりま

す。

不
当

ふ

と

う

な
差
別
的
取
扱

さ
べ
つ
て
き
と
り
あ
つ
か

い
の
禁
止
等

き
ん
し
と
う

6



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

16

○虐待
ぎゃくたい

について

　協議会
きょうぎかい

においても、何
なん

らかの規定
きてい

を設
もう

けてほしいという意見
いけん

があったように、虐待と差別は密接な関係
ぎゃくたい　さべつ　みっせつ　かんけい

にある。先行条例
せんこうじょうれい

においても

設
もう

けているものが多
おお

く、仙台市で設
せんだいし もう

けられない理由
り ゆ う

はない。特
とく

に、虐待発見時
ぎゃくたいはっけんじ

の通報義務
つうほうぎむ

は、一般的
いっぱんてき

には全市民
ぜんしみん

にあると解
かい

されてい

るが、法
ほう

は限定的
げんていてき

である。既存
きそん

の法律
ほうりつ

があっても条例
じょうれい

に書
　か

き込
こ

めないということはない。

　本
ほん

市
し

では、緊急対応も含
きんきゅうたいおう　ふく

め、既
すで

に障害者虐待防止法に基づき
しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう もと

対応
たいおう

しておりますことから、あらためて条例
じょうれい

に手続
てつづ

き等
とう

を定
さだ

める

こととは考
かんが

えておりませんが、虐待
ぎゃくたい

と差別
　さべつ

に密接
みっせつ

な関係
かんけい

があるこ

となど、前文
ぜんぶん

への記載
き さい

を検討
けんとう

します。

17

○ハラスメントについて

不快
ふかい

な対応
たいおう

（ハラスメント）は、内心
ないしん

の自由
じ ゆ う

との関係
かんけい

もあるが、障害当事者
しょうがいとうじしゃ

が日常生活
にちじょうせいかつ

において深く傷
ふか　きず

つき、思い悩
おも なや

んでいることである

ことから、関係者の調整等も視野
かんけいしゃ ちょうせいとう しや

に入
い

れた相談対象
そうだんたいしょう

とすべき。

　調整
ちょうせい

の対象
たいしょう

は事業者
じぎょうしゃ

となりますが、相談
そうだん

については私人
し じ ん

間
かん

の

不快
ふかい

な対応
たいおう

についても対象
たいしょう

とすることとしています。

不
当

ふ

と

う

な
差
別
的

さ
べ
つ
て
き

取
扱

と
り
あ
つ
かい

の
禁
止
等

き
ん
し
と
う

18

○障害
しょうがい

を持
も

つ女性
じょせい

について

　中間案
ちゅうかんあん

の基本理念に障害を持
きほんりねん しょうがい も

つ女性
じょせい

への複合的差別
ふくごうてきさべつ

の記述
きじゅつ

が入
はい

ったことは、たいへん大
おお

きいことだと思
おも

う。しかしながら、具体的
ぐたいてき

に

障害
しょうがい

を持
も

つ女性
じょせい

が思
おも

っている不利益
ふ り え き

は多種多様
た し ゅ た よ う

であり、根深
ねぶか

いものがある。よって、不利益取扱
ふりえきとりあつか

いの項
こう

であらためて項立
こ う だ

てをすること

を提案
ていあん

したい。例
たと

えば、

「何人
なんぴと

も、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し、男女
だんじょ

などの性別
せいべつ

による違
ちが

いに基
もと

づき、障害及
しょうがいおよ

び障害に関連
　しょうがい　かんれん

する事由を理由
じゆう りゆう

として、不利益取扱
ふりえきとりあつか

いを

行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を怠
おこた

ってはならない。何人
なんぴと

も、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、同性
どうせい

の者
もの

が行
おこな

うことが相当
そうとう

な行為
こ う い

について、

介護等
かいごとう

を受
う

ける障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

に反
はん

して、介護等
かいごとう

を受
う

けるよう強制
きょうせい

してはならない。

２　何人
なんぴと

も、婚姻、妊娠、出産、家事、育児等、障害
こんいん　にんしん　しゅっさん　かじ　いくじとう　しょうがい

のある人
ひと

の家族形成及
かぞくけいせいおよ

び家庭生活
かていせいかつ

の場面
ばめん

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して不利
ふりえ

益取扱
きとりあつか

いを行
おこ

なってはならず、又
また

は合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を怠
おこた

ってはならない。」

などのように。

　複合的
ふくごうてき

な差別
さべつ

を受
う

けやすい障害
しょうがい

のある女性
じょせい

への適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

がなされることの重要性
じゅうようせい

に鑑
かんが

み、不当
ふ と う

な差別
さべつ

的
てき

取扱
とりあつか

いの項目
こうもく

で

はなく、基本
きほん

理念
りねん

に盛
も

り込
こ

んでいます。

　また、基本
きほん

理念
りねん

において家族
かぞく

同士
ど う し

の行為
こ う い

等
とう

も含
ふく

めて「何人
なんぴと

も

不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取
と

り扱
あつか

いをしてはならない」としております。

合
理
的
配
慮

ご
う
り
て
き
は
い
り
ょ

の
提
供

て
い
き
ょ
う

19

　合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

についてわかりやすく説明
せつめい

すべきと考えます。不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

いについては個別
こべつ

の事例
じれい

ごとに定
さだ

めていますが、そ

れに比
くら

べると合理的配慮
ごうりてきはいりょ

についての記述
きじゅつ

が少
すく

ないように感
かん

じます。合理的配慮
ごうりてきはいりょ

については、まだまだ新
あたら

しい考
かんが　かた

え方であり、多
おお

くの人
ひと

に

理解
りかい

してもらうために丁寧
ていねい

な記述
きじゅつ

が必要
ひつよう

と考
かんが

えます。

　合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

については、障害
しょうがい

の特性
とくせい

や社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

が

求
もと

められる具体的
ぐたいてき

場面
ばめん

や状況
じょうきょう

に応
　おう

じて異
こと

なり、多様
た よ う

かつ個別性
こべつせい

の高
たか

いものであると考
かんが

えております。

　好
こう

事例
じれい

の集積等を行
しゅうせきとう　おこな

い、市民
しみん

や事業者
じぎょうしゃ

等
とう

への周知
しゅうち

を図
はか

ってま

いります。

不
当

ふ

と

う

な
差
別
的
取
扱

さ
べ
つ
て
き
と
り
あ
つ
か

い
の
禁
止
等

き
ん
し
と
う

7
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こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

20

　中間案取
ちゅうかんあんと

りまとめありがとうございます。

　障害者（聴覚）
しょうがいしゃ　ちょうかく

として日頃
ひごろ

感
かん

じていますことをご提案
ていあん

します。

　ＢＳやローカルテレビに字幕
じ ま く

スーパーを入
い

れていただきたい。地元
じ も と

に密着
みっちゃく

した生活
せいかつ

のための大切
たいせつ

な情報
じょうほう

を市民
しみん

として共有
きょうゆう

できます。

　ラジオでは得
え

ることができない情報
じょうほう

を少
すこ

しの手間
て ま

でテレビでは可能
かのう

になるのです。聴覚障害者
ちょうかくしょうがいしゃ

としてどれだけ助
たす

かることかしれませ

ん。特
とく

に地元
じ も と

作成
さくせい

の地元
じ も と

の人
ひと

のための各
かく

放送局
ほうそうきょく

へのお願
ねが

い。

　いただいたご意見
いけん

については、機会
きかい

を捉
とら

え関係機関等
かんけいきかんとう

に伝
つた

え

てまいります。

21

○「社会参加
しゃかいさんか

」について

　中間案
ちゅうかんあん

では「社会参加
しゃかいさんか

」という言葉
ことば

が［８基本的
きほんてき

な施策
せ さ く

　○就労支援
しゅうろうしえん

の充実
じゅうじつ

及び雇用
こ よ う

の場
ば

の拡大
かくだい

］にしか使
つか

われておらず、条例案
じょうれいあん

の

中
　なか

では「社会参加
しゃかいさんか

」＝「就労
しゅうろう

」という意味
い み

にしかとれない。

　この意味
い み

で使用
し よ う

しているのであれば「社会参加
しゃかいさんか

」意味
い み

を極端
きょくたん

に狭
　せば

めていることになりかねない。

　また誤解
ごかい

を招
まね

く表現
ひょうげん

になり言葉
ことば

を削除願
さくじょねが

いたい。

　これまでの議論
ぎろん

等
とう

において就労
しゅうろう

の場
ば

における困難
こんなん

な状況
じょうきょう

が課
　

題
かだい

とされており、特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

であるという認識
にんしき

から、就労支
しゅうろう

援
しえん

の充実
じゅうじつ

を基本的
きほんてき

な施
せ

策
さく

に盛
も

り込
こ

んでいるところです。ご意見
いけん

を踏
ふ

まえ、より適切
てきせつ

な表現
　ひょうげん

に修正
　　しゅうせい

できるよう検討
けんとう

いたします。

22

仙台市
せんだいし

で手話
しゅわ

通訳
つうやく

者
しゃ

として登録
とうろく

して活動
かつどう

しているものです。

この条例
じょうれい

の制定
せいてい

を機
き

にぜひ聴覚障害者
ちょうかくしょうがいしゃ

への情報保障
じょうほうほしょう

についても考慮
こうりょ

して下
くだ

さい。

今現在
いまげんざい

の手話
しゅわ

通訳
つうやく

制度
せいど

の利用
り よ う

範囲
はんい

を拡大
かくだい

。（就職面接、連続した講座
しゅうしょくめんせつ れんぞく こうざ

への通訳
つうやく

を認
みと

めてほしい）。

通訳者
つうやくしゃ

の養成
ようせい

も充実
じゅうじつ

させてほしい。

また、折角登録
せっかくとうろく

しても通訳活動
つうやくかつどう

していない（依頼
いらい

がない）通訳者
つうやくしゃ

もいると聞
き

いている。

登録通訳者を有効
とうろくつうやくしゃ ゆうこう

に活用下
かつようくだ

さい。

　「8　基本的
きほんてき

な施
せ

策
さく

」に盛
も

り込
こ

んである通
とお

り、意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

の

充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでまいります。

23

　ただ、この法律
ほうりつ

が実際
じっさい

に効力
こうりょく

を発
はっ

するようになる前
まえ

、できるだけ早
はや

い時期
じ き

に、これまで支援
しえん

を担
にな

っているサービス事業者
じぎょうしゃ

や仙台市
せんだいし

に

登録
とうろく

をしている奉仕員
ほうしいん

などに、どのように運用
うんよう

されるのかをきちんと説明
せつめい

をしていただきたいと思
おも

います。具体的
ぐたいてき

にはどのような条件
じ ょ う

（活動を行う場面、謝礼、活動時間
けん　かつどう　おこな　ばめん　しゃれい　かつどうじかん

など、いろいろ）についてです。

　ここまでの条例
じょうれい

を作
　つく

る以上
いじょう

、支援者
しえんしゃ

に対
たい

する待遇
たいぐう

が今
いま

までと同
おな

じということでは、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

や尊厳
そんげん

、ひいては命
いのち

を守
　まも

るような支
し

援
えん

を行
おこな

うことは難
むず

しいのではないか、という気
き

もします。

　「8　基本的
きほんてき

な施
せ

策
さく

」に盛
も

り込
こ

んである通
とお

り、意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

の

充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでまいります。

24

　仙台市
せんだいし

で要約筆記奉仕員
ようやくひっきほうしいん

として活動
かつどう

をしていますが、障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

では派遣
はけん

を担
にな

うのは要約筆記者
ようやくひっきしゃ

である、ということになって

いるはずです。現行
げんこう

の要約筆記奉仕員
ようやくひっきほうしいん

は、この条例施行後
じょうれいしこうご

はいったいどうなるのか、今後
こんご

も奉仕員
ほうしいん

による派遣
はけん

を続
つづ

けていくのかどう

か。奉仕員
ほうしいん

による派遣
はけん

を廃止
はいし

するとすると、現任
げんにん

の奉仕員
ほうしいん

は自動的
じどうてき

に仙台市内
せんだいしない

での要約筆記者
ようやくひっきしゃ

として登録
とうろく

する形
かたち

になるのか。

　また、仙台市内
せんだいしない

には、平成
へいせい

25年度
ねんど

までに宮城県
みやぎけん

が行う要約筆記者認定試験
ようやくひっきしゃにんていしけん

で合格
ごうかく

して要約筆記者
ようやくひっきしゃ

として登録
とうろく

している要約筆記者
ようやくひっきしゃ

がいます。手書
て が

きで２名
めい

、パソコンで６名
めい

。この８名
めい

は、仙台市
せんだいし

ではいまだ要約筆記奉仕員
ようやくひっきほうしいん

のままになっているかと思
おも

いますが、この８

名
めい

の身分及
みぶんおよ

び待遇
たいぐう

はどうなるのでしょうか。

　「8　基本的
きほんてき

な施
せ

策
さく

」に盛
も

り込
こ

んである通
とお

り、意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

の

充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでまいります。

基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
施せ

策さ
く

基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
施せ

策さ
く

8



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

25
　要約筆記

ようやくひっき

に限
かぎ

らず、この条例
じょうれい

を絵
　え

に描
か

いた餅
もち

にしないためにも、支援者
しえんしゃ

を市
し

の責任
せきにん

できちんと養成
ようせい

し、研鑚
けんさん

を行
おこな

う場
　ば

を作
つく

っていただ

きたいです。身分保障
みぶんほしょう

もしっかり行
おこな

っていただきたい。条例
じょうれい

の施行規則
せこうきそく

のようなものできちんと規定
きてい

をしていただきたい。どうぞよろしく

お願
ねが

いいたします。

　「8　基本的
きほんてき

な施
せ

策
さく

」に盛
も

り込
こ

んである通
とお

り、意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

の

充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでまいります。

26

○条例
じょうれい

の広報
こうほう

について

　障害団体
しょうがいだんたい

や関係団体
　　かんけいだんたい

へのヒヤリング、ココロンカフェの開催
かいさい

・シンポジウムの開催等
かいさいとう

、条例
じょうれい

の制定
せいてい

へ向
　む

けた取
と

り組
く

みを行
おこな

ってきまし

たが、まだまだ条例
じょうれい

の存在
そんざい

そのものが知
し

られていません。条例
じょうれい

を生
　い

かして、差別
さべつ

の解消
かいしょう

につなげる取
と

り組
く

みを進
すす

めていけるよう、条例
じ ょ う

制定後
れいせいていご

も、行政・福祉関係者・事業者・市民の方が協力
ぎょうせい　ふくしかんけいしゃ　じぎょうしゃ　しみん　かた　きょうりょく

して、広報
こうほう

に努
つと

めるべきと考
かんが

えます。

　障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するためには、市民
しみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

などの皆様
みなさま

の理解
りかい

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

がありますので、今後
こんご

ともご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いしながら、広報に努
こうほう つと

めてまいります。

27

○条例
じょうれい

の広報
こうほう

について

　障害団体
しょうがいだんたい

や関係団体
　　かんけいだんたい

へのヒヤリング、ココロンカフェの開催
かいさい

・シンポジウムの開催等
かいさいとう

、条例
じょうれい

の制定
せいてい

へ向
　む

けた取
と

り組
く

みを行
おこな

ってきまし

たが、まだまだ条例
じょうれい

の存在
そんざい

そのものが知
し

られていません。条例
じょうれい

を生
　い

かして、差別
さべつ

の解消
かいしょう

につなげる取
と

り組
く

みを進
すす

めていけるよう、条例
じ ょ う

制定後
れいせいていご

も、行政・福祉関係者・事業者・市民の方が協力
ぎょうせい　ふくしかんけいしゃ　じぎょうしゃ　しみん　かた　きょうりょく

して、広報
こうほう

に努
つと

めるべきと考
かんが

えます。

　障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するためには、市民
しみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

などの皆様
みなさま

の理解
りかい

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

がありますので、今後
こんご

ともご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いしながら、広報に努
こうほう つと

めてまいります。

28

○条例
じょうれい

の広報
こうほう

について

　①障害団体
しょうがいだんたい

や関係団体
　　かんけいだんたい

へのヒヤリング、ココロンカフェの開催
かいさい

・シンポジウムの開催等
かいさいとう

、条例
じょうれい

の制定
せいてい

へ向
　む

けた取
と

り組
く

みを行
おこな

ってきま

したが、まだまだ条例
じょうれい

の存在
そんざい

そのものが知
し

られていません。条例
じょうれい

を生
　い

かして、差別
さべつ

の解消
かいしょう

につなげる取
と

り組
く

みを進
すす

めていけるよう、条
じょ

例制定後
うれいせいていご

も、行政・福祉関係者・事業者・市民の方が協力
ぎょうせい　ふくしかんけいしゃ　じぎょうしゃ　しみん　かた　きょうりょく

して、広報
こうほう

に努
つと

めるべきと考
かんが

えます。

　②各区
か く く

においての「出張説明会」も開催
しゅっちょうせつめいかい　かいさい

されました。参加人数
さんかにんずう

は少
すく

なかったかもしれませんが、参加
さんか

された方
かた

からは貴重な意見も出
き ち ょ う い け ん だ

されていました。町内会への
ち ょ う な い か い

呼
よ

びかけ、ＰＴＡへの呼
よ

びかけなども検討
けんとう

しながら、今後
こんご

とも「出張説明会」を継続し、地道な広報に努
しゅっちょうせつめいかい　けいぞく　じみち　こうほう　　つと

め

るべきと考えます。

　障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するためには、市民
しみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

などの皆様
みなさま

の理解
りかい

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

がありますので、今後
こんご

ともご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いしながら、広報に努
こうほう つと

めてまいります。

　障害者差別解消
しょうがいしゃさべつかいしょう

につきましては、市政
しせい

出前
でまえ

講座
こ う ざ

として実施
じ っ し

し

てまいります。

29

○条例
じょうれい

に関
かん

しての広報
こうほう

　多
おお

くの市民
しみん

に「障害者差別禁止条例
しょうがいしゃさべつきんしじょうれい

があること、及
およ

びその内容
ないよう

」が知
し

られていなければ、意味
い み

がありません。広報
こうほう

について続
つづ

けてほ

しいです。

　障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するためには、市民
しみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

などの皆様
みなさま

の理解
りかい

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

がありますので、今後
こんご

ともご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いしながら、広報に努
こうほう つと

めてまいります。

30

条例制定時
じょうれいせいていじ

には、ぜひ条例
じょうれい

の「わかりやすい版
ばん

」を作成
さくせい

していただくようお願
ねが

いします。

多
おお

くの障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

、また一般
いっぱん

市民
しみん

へのＰＲにも効果的
こうかてき

だと考
かんが

えます。

　条例制定後、条例
じょうれいせいていご　じょうれい

をわかりやすく説明
せつめい

するリーフレット等
とう

を作
さく

成
せい

したいと考
かんが

えております。

基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
施せ

策さ
く
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い け ん

考
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31

主旨
し ゅ し

としては、ズレるのかもしれませんが、なぜ条例制定が必要
じょうれいせいてい　ひつよう

なのかという文面の中
ぶんめん　なか

に「身近に障害者
みぢか　　しょうがいしゃ

がいないので何に困
なに こま

ってい

るのかわからない」と、記載
き さい

されている部分
ぶぶん

をどう捉
とら

え条例制定に向
じょうれいせいてい　む

けて中身を議論・策定
なかみ ぎろん さくてい

できるかだと思います。

なぜいないのか？身近
みじか

にいる事
こと

いれる事
こと

がスタンダードな社会
しゃかい

に出来
で き

る条例作
じょうれいづく

りが出来
で き

るように尽力
じんりょく

していただければと思
おも

います。

その為
ため

にも、市民
しみん

への啓発
けいはつ

の強化
きょうか

にもっと力
ちから

を入
　い

れていただきたいです。

今回
こんかい

の意見
いけん

の募集
ぼしゅう

に関
かん

しても説明会
せつめいかい

の開催日時
かいさいにちじ

の設定
せってい

に疑問符
ぎ も ん ふ

が付
つ

きます。

本当
ほんとう

に意見募集
いけんぼしゅう

を図
はか

りたいのであれば始
はじ

まる直前・終了間近
ちょくぜん　しゅうりょうまぢか

など実施
じ っ し

するタイミングをもっと検討
けんとう

していただきたいです。

今回
こんかい

のようなやり方
かた

では意見
いけん

を出
だ

したくても出
だ

せない方
かた

もいらっしゃったのではないかと思
おも

います。

今後
こんご

も広
ひろ

く意見
いけん

を募集
ぼしゅう

し続
つづ

けていただき、市民
しみん

の声
こえ

が随時反映出来
ずいじはんえいでき

る環境作
かんきょうづく

りをお願
ねが

い致
いた

します。

傍聴
ぼうちょう

も参加出来
さんかでき

る時
とき

などは傍聴
ぼうちょう

させていただいてますが、あの場
ば

で発言出来
はつげんでき

ない市民
しみん

がいる事
こと

も事実
じ じ つ

で今回
こんかい

のようなパブリックコメン

ト1回
かい

だけという事
こと

の無
な

いように広
ひろ

く市民
しみん

の声
こえ

が取
と

り入
い

れられ、市民
しみん

が一緒
いっしょ

に作
つく

っている実感
じっかん

を感
かん

じられ、もっと市民
しみん

が関心
かんしん

を持
も

てて参
さ

加出来
ん か で き

るようにお願
ねが

い致
いた

します。

　条例
じょうれい

づくりにあたっては、障害を理由とする差別の解消に対す
しょうがい りゆう さべつ かいしょう たい

る市民
しみん

の関心を高め、幅広い理解を得ながら進
かんしん たか はばひろ りかい え すす

めていくため

に、誰
だれ

でも参加
さんか

できるワークショップ「ココロン・カフェ」やシンポジ

ウム等
とう

を開催
かいさい

しながら検討
けんとう

を進
すす

めてまいりました。

　今後
こんご

とも幅広
はばひろ

く市民
しみん

の皆様
みなさま

に関心
かんしん

を持
も

っていただけるよう引
ひ

き

続
つづ

き周知
しゅうち

に努
つと

めてまいります。

32

○条文の中に「教育」の項目を起
じょうぶん なか きょういく こうもく お

こすことについて

　障害を持つ方々を苦しめてきた様々な差別
しょうがい も かたがた くる さまざま さべつ

は、市民の「悪意」から起
しみん あくい お

きるというよりは、「人権」に関する「無知」がもたらす部分が大
じんけん　　かん　　　　　むち　　　　　　　　　　　　ぶぶん　　　おお

きいのだと思います。確かに、障害特性の正しい理解や合理的配慮の提供は絶対必要
おも　　　　　　　たしか　　　　しょうがいとくせい　ただ　　　りかい　　　ごうりてきはいりょ　　ていきょう　ぜったいひつよう

なことです。しかしそれらがなされても「差別」
さべつ

という問題が解決
　　　　　　もんだい　かいけつ

することはないでしょう。

　障害者「差別」問題は「人権」問題の中の一
しょうがいしゃ　さべつ　もんだい　じんけん　もんだい　なか　　ひと

つです。多くの人の心の中に「人権」意識が育たない限り、この問題が解決
おおく　　ひと　こころ　　なか　　じんけん　いしき　　そだ　　　　　　かぎ　　　　　　もんだい　かいけつ

されることは

ないと思
おも

います。

　「人権」問題は人と人との「関係」の問題です。「人権」とは何か、人と人との望ましい「関係
じんけん　もんだい　ひと　ひと　　　　かんけい　　もんだい　　　　　　じんけん　　　　なに　　　ひと　　ひと　　　のぞ　　　　　　かんけい

」とはどのようなものであるか。このことに

ついては、青年期が終わるまでには、どの若者の心にもある程度までは育
せいねんき　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかもの　こころ　　　　　　　ていど　　　　　　はぐ

まれていなくてはなりません。そのようにして育った若者が
そだ わかも

やがて社会を担
　　　　　　　しゃかい　　にな

っていく時、差別問題は解決の兆しを見
とき さべつもんだい かいけつ きざし み

せていくことになると思
おも

います。

　「人権」意識を育むことなく、「差別」問題が解決
じんけん　いしき　　はぐく　　　　　　　　　　さべつ　もんだい　かいけつ

していくことはないと思
おも

います。その意識を育むのは「教育」の使命と言
いしき はぐく きょういく しめい い

ってもいいと

思
おも

います。やはり条例の中に「教育」の位置
じょうれい なか きょういく いち

づけをしっかりすることはどうしても必要と思
ひつよう　おも

います。ご検討
けんとう

ください。

　これまで実施
じ っ し

してきたココロン・カフェ等
とう

においても、教育
きょういく

の重
じゅ

要性
うようせい

についての意見
いけん

が出
だ

されておりますことから、教育
きょういく

委員会
いいんかい

とも問題
もんだい

意識
いしき

を共有
きょうゆう

してまいります。

33

　障害分け隔てない共生社会を作るためには市民の理解が得られるくらいに認知度
しょうがいわ へだ きょうせいしゃかい つく しみん りかい え にんちど

はあるのだろうか。

　ただいま、障害者差別解消法成立に向けて議論が繰り広
しょうがいしゃさべつかいしょうほうせいりつ　む　　ぎろん　　　く　　ひろ

げられているところだろう。しかし、この状況を知ってる人
じょうきょう し ひと

はどのくらいいる

のだろうか。認知度がどの程度かも今後把握
にんちど ていど こんごはあく

していくべきだと思
おも

う。相互理解
そうごりかい

こそが共生社会へと繋
きょうせいしゃかい　つな

がるのではと思
おも

うため、今後はよ
こんご

りもっと認知度を広
　　　　　　　にんちど　　　ひろ

めていくべきではないだろうか。

　共生社会の実現に向
きょうせいしゃかい　じつげん　む

けては、相互
そ う ご

理解
りかい

が重要
じゅうよう

であり、条例等
じょうれい

に関
とう　かん

する認知度を把握
にんちど はあく

するなど、市民
しみん

等
とう

への継続的
けいぞくてき

な周知
しゅうち

を

行
おこな

ってまいります。

基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
施せ

策さ
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34

○褒章制度
ほうしょうせいど

について

　これまで差別事例
さべつじれい

のみならず好事例
こうじれい

についても紹介
しょうかい

されてきました。市で現在行っている雇用者への感謝状の対象を拡充や、新た
し げんざいおこな こようしゃへ かんしゃじょう たいしょう かくじゅう あら

な褒章制度
　ほうしょうせいど

の導入により市民の障害理解啓発が深まり、事業者のCSRにも繋がると考
どうにゅう　　　　しみん　　　しょうがいりかいけいはつ　ふか　　　じぎょうしゃ　　　　　　　　　つな　　　　　かんが

えます。

　以上
いじょう

、2点
てん

について意見を申し上
いけん もう あ

げますが、仙台市として全国に発信
せんだいし ぜんこく はっしん

できるような条例を期待
じょうれい　きたい

します。

　好
こう

事例
じれい

の拡大
かくだい

はとても大切
たいせつ

であると認識
にんしき

しており、今後
こんご

展開
てんかい

す

る施策
し さ く

や事業
じぎょう

において検討
けんとう

してまいりたいと考えております。

35

○補助・助成の制度を設
ほじょ　じょせい　　せいど　　　もう

けてください

　合理的配慮の典型的な例
ごうりてきはいりょ てんけいてき れい

として、スロープの設置
せっち

やなどの『物理的障壁の除去
ぶつりてきしょうへき　じょきょ

がある。

　かつて、ひとやさ条例
じょうれい

にスロープの設置
せっち

やトイレ改修
かいしゅう

に対する助成制度
じょせいせいど

があったが、今
いま

はない。

　差別解消法の関連文書
さべつかいしょうほう　かんれんぶんしょ

などでも、このような措置
そ ち

について奨励
しょうれい

しているところであり、仙台市
せんだいし

においても、具体的な差別解消に積極
ぐたいてき さべつかいしょう せっきょ

的に取り組
くてき と く

む市民を支援する方法として補助・助成制度を設
しみん しえん ほうほう ほじょ じょせいせいど もう

けるべきである。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

36

○補助・助成の制度を設
ほじょ　じょせい　　せいど　　　もう

けてください

　合理的配慮の典型的な例
ごうりてきはいりょ てんけいてき れい

として、スロープの設置
せっち

やなどの『物理的障壁の除去
ぶつりてきしょうへき　じょきょ

がある。

　かつて、ひとやさ条例
じょうれい

にスロープの設置
せっち

やトイレ改修
かいしゅう

に対する助成制度
じょせいせいど

があったが、今
いま

はない。

　差別解消法の関連文書
さべつかいしょうほう　かんれんぶんしょ

などでも、このような措置
そ ち

について奨励
しょうれい

しているところであり、仙台市
せんだいし

においても、具体的な差別解消に積極
ぐたいてき さべつかいしょう せっきょ

的に取り組
くてき と く

む市民を支援する方法として補助・助成制度を設
しみん しえん ほうほう ほじょ じょせいせいど もう

けるべきである。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

37

○補助・助成の制度を設
ほじょ　じょせい　　せいど　　　もう

けてください

　合理的配慮の典型的な例
ごうりてきはいりょ てんけいてき れい

として、スロープの設置
せっち

やなどの『物理的障壁の除去
ぶつりてきしょうへき　じょきょ

がある。

　かつて、ひとやさ条例
じょうれい

にスロープの設置
せっち

やトイレ改修
かいしゅう

に対する助成制度
じょせいせいど

があったが、今
いま

はない。

　差別解消法の関連文書
さべつかいしょうほう　かんれんぶんしょ

などでも、このような措置
そ ち

について奨励
しょうれい

しているところであり、仙台市
せんだいし

においても、具体的な差別解消に積極
ぐたいてき さべつかいしょう せっきょ

的に取り組
くてき と く

む市民を支援する方法として補助・助成制度を設
しみん しえん ほうほう ほじょ じょせいせいど もう

けるべきである。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

38

○補助・助成の制度を設
ほじょ　じょせい　　せいど　　　もう

けてください

　合理的配慮の典型的な例
ごうりてきはいりょ てんけいてき れい

として、スロープの設置
せっち

やなどの『物理的障壁の除去
ぶつりてきしょうへき　じょきょ

がある。

　かつて、ひとやさ条例
じょうれい

にスロープの設置
せっち

やトイレ改修
かいしゅう

に対する助成制度
じょせいせいど

があったが、今
いま

はない。

　差別解消法の関連文書
さべつかいしょうほう　かんれんぶんしょ

などでも、このような措置
そ ち

について奨励
しょうれい

しているところであり、仙台市
せんだいし

においても、具体的な差別解消に積極
ぐたいてき さべつかいしょう せっきょ

的に取り組
くてき と く

む市民を支援する方法として補助・助成制度を設
しみん しえん ほうほう ほじょ じょせいせいど もう

けるべきである。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
施せ

策さ
く

基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
施せ
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く
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

39

○補助・助成の制度を設
ほじょ　じょせい　　せいど　　　もう

けてください

　合理的配慮の典型的な例
ごうりてきはいりょ てんけいてき れい

として、スロープの設置
せっち

やなどの『物理的障壁の除去
ぶつりてきしょうへき　じょきょ

がある。

　かつて、ひとやさ条例
じょうれい

にスロープの設置
せっち

やトイレ改修
かいしゅう

に対する助成制度
じょせいせいど

があったが、今
いま

はない。

　差別解消法の関連文書
さべつかいしょうほう　かんれんぶんしょ

などでも、このような措置
そ ち

について奨励
しょうれい

しているところであり、仙台市
せんだいし

においても、具体的な差別解消に積極
ぐたいてき さべつかいしょう せっきょ

的に取り組
くてき と く

む市民を支援する方法として補助・助成制度を設
しみん しえん ほうほう ほじょ じょせいせいど もう

けるべきである。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

40

○補助・助成の制度を設
ほじょ　じょせい　　せいど　　　もう

けてください

　合理的配慮の典型的な例
ごうりてきはいりょ てんけいてき れい

として、スロープの設置
せっち

やなどの『物理的障壁の除去
ぶつりてきしょうへき　じょきょ

がある。

　かつて、ひとやさ条例
じょうれい

にスロープの設置
せっち

やトイレ改修
かいしゅう

に対する助成制度
じょせいせいど

があったが、今
いま

はない。

　差別解消法の関連文書
さべつかいしょうほう　かんれんぶんしょ

などでも、このような措置
そ ち

について奨励
しょうれい

しているところであり、仙台市
せんだいし

においても、具体的な差別解消に積極
ぐたいてき さべつかいしょう せっきょ

的に取り組
くてき と く

む市民を支援する方法として補助・助成制度を設
しみん しえん ほうほう ほじょ じょせいせいど もう

けるべきである。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

41

○合理的配慮
ごうりてきはいりょ

にかかる財政支援
ざいせいしえん

について

条例に仙台
じょうれい　せんだい

としての独自色と実効性の担保を持
どくじしょく じっこうせい たんぽ も

たせるには、合理的配慮にかかる財政的支援が必要
ごうりてきはいりょ　　　　　　　　ざいせいてきしえん　　ひつよう

かと考えます。例
たと

えば、以前社
いぜんしゃ

会課
かいか

であったバリアフリー施設整備への財政的支援を、合理的配慮の提供のための施策
しせつせいび ざいせいてきしえん ごうりてきはいりょ ていきょう せさく

として行
おこな

い、実を伴
じつ　ともな

った民間事業者への支
みんかんじぎょうしゃ しえ

援
ん

としてほしいと考
かんが

えます。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

42

○補助・助成の制度を設
ほじょ　じょせい　　せいど　　　もう

けてください

　合理的配慮の典型的な例
ごうりてきはいりょ てんけいてき れい

として、スロープの設置
せっち

やなどの『物理的障壁の除去
ぶつりてきしょうへき　じょきょ

がある。

　かつて、ひとやさ条例
じょうれい

にスロープの設置
せっち

やトイレ改修
かいしゅう

に対する助成制度
じょせいせいど

があったが、今
いま

はない。

　差別解消法の関連文書
さべつかいしょうほう　かんれんぶんしょ

などでも、このような措置
そ ち

について奨励
しょうれい

しているところであり、仙台市
せんだいし

においても、具体的な差別解消に積極
ぐたいてき さべつかいしょう せっきょ

的に取り組
くてき と く

む市民を支援する方法として補助・助成制度を設
しみん しえん ほうほう ほじょ じょせいせいど もう

けるべきである。

　個別
こべつ

の場面
ばめん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は、その都度
つ ど

行
おこな

われるべきものです。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

拡大
かくだい

に向
む

けて、　好事例の集積等を行
こうじれい　　しゅうせきとう　おこな

い、市民や事業者等への
しみん じぎょうしゃとう

周知を図
しゅうち　　はか

ってまいります。

基
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き
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て
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な
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが
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43

「条例
じょうれい

のあり方
かた

」について特別
とくべつ

な意見
いけん

はありませんが、ここから具体的
ぐたいてき

な形
かたち

にしていく…そのような先
さき

のことが大切
たいせつ

ではないかと思
おも

いま

す。

障害
しょうがい

をもつ方々
かたがた

とその家族
か ぞく

の相談
そうだん

、とても簡単
かんたん

なことではないので、じっくりと考
かんが

えていくところではないかと思
おも

います。

　障害
しょうがい

のある方
かた

や家族
かぞく

からの差別に関する相談
さべつ かん そうだん

にしっかりと対
た

応
いおう

できるよう、相談
そうだん

員
いん

への研修
けんしゅう

や新
あら

たな調整機関の設置
ちょうせいきかん せっち

など相
そ

談体制の充実を図
うだんたいせい　じゅうじつ　はか

ってまいります。

44

○条例の実効性
じょうれい　じっこうせい

について

条例の実効性を担保
じょうれい　じっこうせい　たんぽ

するための仕組みを明確に規定
しく めいかく きてい

するべきと考
かんが

えます。中間案では相談から救済までの仕組みが不十分
ちゅうかんあん　　そうだん　　　きゅうさい　　　　　しく　　　　　　ふじゅうぶん

です。条
じょ

例を作
うれい　つく

ることが目的
もくてき

ではなく、有効
ゆうこう

に活用
かつよう

できる条例
じょうれい

でなければせっかく作
つく

った条例の意味が半減
じょうれい　いみ　　　はんげん

してしまいます。

　相談で調整等が図
そうだん　ちょうせいとう　はか

られない場合
ばあい

は、紛争解決
ふんそうかいけつ

のための調整
ち ょ う

機関
せいきかん

に必要
ひつよう

な助言等を求
じょげんとう もと

めることができることとしており、調整
ち ょ う

機関は助言等
せいきかん　じょげんとう

を行
おこな

い、場合
ばあい

によっては市
し

長
ちょう

に勧告
かんこく

することを求
もと

めること、さらに勧告
かんこく

に従
したが

わない時
とき

は市
し

長
ちょう

は公表
こうひょう

することなど、

紛争解決
ふんそうかいけつ

のための実効性
じっこうせい

を確保
かくほ

できる仕組
し く

みを条例
じょうれい

に定
さだ

めて

います。

45

○条例の実効性
じょうれい　じっこうせい

について

条例の実効性を担保
じょうれい　じっこうせい　たんぽ

するための仕組みを明確に規定
しく めいかく きてい

するべきと考
かんが

えます。中間案では相談から救済までの仕組みが不十分
ちゅうかんあん　　そうだん　　　きゅうさい　　　　　しく　　　　　　ふじゅうぶん

です。条
じょ

例を作
うれい　つく

ることが目的
もくてき

ではなく、有効
ゆうこう

に活用
かつよう

できる条例
じょうれい

でなければせっかく作
つく

った条例の意味が半減
じょうれい　いみ　　　はんげん

してしまいます。

　相談で調整等が図
そうだん　ちょうせいとう　はか

られない場合
ばあい

は、紛争解決
ふんそうかいけつ

のための調整
ち ょ う

機関
せいきかん

に必要
ひつよう

な助言等を求
じょげんとう もと

めることができることとしており、調整
ち ょ う

機関は助言等
せいきかん　じょげんとう

を行
おこな

い、場合
ばあい

によっては市
し

長
ちょう

に勧告
かんこく

することを求
もと

めること、さらに勧告
かんこく

に従
したが

わない時
とき

は市
し

長
ちょう

は公表
こうひょう

することなど、

紛争解決
ふんそうかいけつ

のための実効性
じっこうせい

を確保
かくほ

できる仕組
し く

みを条例
じょうれい

に定
さだ

めて

います。

46

○相談機関…どこで、誰が
そうだんきかん だれ

相談を受
そうだん う

けるのか、とても重要だと考
じゅうよう　　かんが

えます。今
いま

のままでは、その点
てん

があいまいのままです。 　条例
じょうれい

には具体的
ぐたいてき

な相談機関
そうだんきかん

の名称
めいしょう

は明記
めいき

しませんが、相談
そうだん

の窓口
まどぐち

や調整
ちょうせい

の流
なが

れ等
とう

についてわかりやすく説明
せつめい

したパンフ

レット等
とう

を作成
さくせい

するなど、周知
しゅうち

広報
こうほう

に努
つと

めます。

47

○相談機関
そうだんきかん

について、位置
い ち

づけや組織
そ しき

などを明確
めいかく

に条例
じょうれい

で規定
きてい

してください。

　中間案
ちゅうかんあん

は、相談
そうだん

について「障害者等
しょうがいしゃとう

は、市
し

に対
たい

し、差別
さべつ

の相談
そうだん

を行
おこな

うことができる。」としているが、市
し

のどの機関
きかん

が相談
そうだん

を受
う

けるの

かが不明瞭
ふめいりょう

である。市民
しみん

にとって「どこと誰
だれ

」に相談
そうだん

すれば、自身
じ し ん

が受
う

けた差別
さべつ

がなくなるのか、解消
かいしょう

できるのかを示
しめ

すことが条例
じょうれい

の最
さ

重要目的
いじゅうようもくてき

の一
ひと

つなので、差別
さべつ

が解消
かいしょう

される「道筋
みちすじ

」を明確
めいかく

に示
しめ

す必要
ひつよう

がある。

　条例
じょうれい

には具体的
ぐたいてき

な相談機関
そうだんきかん

の名称
めいしょう

は明記
めいき

しませんが、相談
そうだん

の窓口
まどぐち

や調整
ちょうせい

の流
なが

れ等
とう

についてわかりやすく説明
せつめい

したパンフ

レット等
とう

を作成
さくせい

するなど、周知
しゅうち

広報
こうほう

に努
つと

めます。

48

○相談機関
そうだんきかん

について、位置
い ち

づけや組織
そ しき

などを明確
めいかく

に条例
じょうれい

で規定
きてい

してください。

　中間案
ちゅうかんあん

は、相談
そうだん

について「障害者等
しょうがいしゃとう

は、市
し

に対
たい

し、差別
さべつ

の相談
そうだん

を行
おこな

うことができる。」としているが、市
し

のどの機関
きかん

が相談
そうだん

を受
う

けるの

かが不明瞭
ふめいりょう

である。市民
しみん

にとって「どこと誰
だれ

」に相談
そうだん

すれば、自身
じ し ん

が受
う

けた差別
さべつ

がなくなるのか、解消
かいしょう

できるのかを示
しめ

すことが条例
じょうれい

の最
さ

重要目的
いじゅうようもくてき

の一
ひと

つなので、差別
さべつ

が解消
かいしょう

される「道筋
みちすじ

」を明確
めいかく

に示
しめ

す必要
ひつよう

がある。

　条例
じょうれい

には具体的
ぐたいてき

な相談機関
そうだんきかん

の名称
めいしょう

は明記
めいき

しませんが、相談
そうだん

の窓口
まどぐち

や調整
ちょうせい

の流
なが

れ等
とう

についてわかりやすく説明
せつめい

したパンフ

レット等
とう

を作成
さくせい

するなど、周知
しゅうち

広報
こうほう

に努
つと

めます。

差
別

さ

べ

つ

に
関か

ん

す
る
相
談

そ
う
だ
ん

等と
う

13



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

49

○相談機関
そうだんきかん

について、位置
い ち

づけや組織
そ しき

などを明確
めいかく

に条例
じょうれい

で規定
きてい

してください。

　中間案
ちゅうかんあん

は、相談
そうだん

について「障害者等
しょうがいしゃとう

は、市
し

に対
たい

し、差別
さべつ

の相談
そうだん

を行
おこな

うことができる。」としているが、市
し

のどの機関
きかん

が相談
そうだん

を受
う

けるの

かが不明瞭
ふめいりょう

である。市民
しみん

にとって「どこと誰
だれ

」に相談
そうだん

すれば、自身
じ し ん

が受
う

けた差別
さべつ

がなくなるのか、解消
かいしょう

できるのかを示
しめ

すことが条例
じょうれい

の最
さ

重要目的
いじゅうようもくてき

の一
ひと

つなので、差別
さべつ

が解消
かいしょう

される「道筋
みちすじ

」を明確
めいかく

に示
しめ

す必要
ひつよう

がある。

　条例
じょうれい

には具体的
ぐたいてき

な相談機関
そうだんきかん

の名称
めいしょう

は明記
めいき

しませんが、相談
そうだん

の窓口
まどぐち

や調整
ちょうせい

の流
なが

れ等
とう

についてわかりやすく説明
せつめい

したパンフ

レット等
とう

を作成
さくせい

するなど、周知
しゅうち

広報
こうほう

に努
つと

めます。

50

○相談機関
そうだんきかん

について、位置
い ち

づけや組織
そ しき

などを明確
めいかく

に条例
じょうれい

で規定
きてい

してください。

　中間案
ちゅうかんあん

は、相談
そうだん

について「障害者等
しょうがいしゃとう

は、市
し

に対
たい

し、差別
さべつ

の相談
そうだん

を行
おこな

うことができる。」としているが、市
し

のどの機関
きかん

が相談
そうだん

を受
う

けるの

かが不明瞭
ふめいりょう

である。市民
しみん

にとって「どこと誰
だれ

」に相談
そうだん

すれば、自身
じ し ん

が受
う

けた差別
さべつ

がなくなるのか、解消
かいしょう

できるのかを示
しめ

すことが条例
じょうれい

の最
さ

重要目的
いじゅうようもくてき

の一
ひと

つなので、差別
さべつ

が解消
かいしょう

される「道筋
みちすじ

」を明確
めいかく

に示
しめ

す必要
ひつよう

がある。

　条例
じょうれい

には具体的
ぐたいてき

な相談機関
そうだんきかん

の名称
めいしょう

は明記
めいき

しませんが、相談
そうだん

の窓口
まどぐち

や調整
ちょうせい

の流
なが

れ等
とう

についてわかりやすく説明
せつめい

したパンフ

レット等
とう

を作成
さくせい

するなど、周知
しゅうち

広報
こうほう

に努
つと

めます。

51

○相談機関
そうだんきかん

について、位置
い ち

づけや組織
そ しき

などを明確
めいかく

に条例
じょうれい

で規定
きてい

してください。

　中間案
ちゅうかんあん

は、相談
そうだん

について「障害者等
しょうがいしゃとう

は、市
し

に対
たい

し、差別
さべつ

の相談
そうだん

を行
おこな

うことができる。」としているが、市
し

のどの機関
きかん

が相談
そうだん

を受
う

けるの

かが不明瞭
ふめいりょう

である。市民
しみん

にとって「どこと誰
だれ

」に相談
そうだん

すれば、自身
じ し ん

が受
う

けた差別
さべつ

がなくなるのか、解消
かいしょう

できるのかを示
しめ

すことが条例
じょうれい

の最
さ

重要目的
いじゅうようもくてき

の一
ひと

つなので、差別
さべつ

が解消
かいしょう

される「道筋
みちすじ

」を明確
めいかく

に示
しめ

す必要
ひつよう

がある。

　条例
じょうれい

には具体的
ぐたいてき

な相談機関
そうだんきかん

の名称
めいしょう

は明記
めいき

しませんが、相談
そうだん

の窓口
まどぐち

や調整
ちょうせい

の流
なが

れ等
とう

についてわかりやすく説明
せつめい

したパンフ

レット等
とう

を作成
さくせい

するなど、周知
しゅうち

広報
こうほう

に努
つと

めます。

52

○相談機関
そうだんきかん

について、位置
い ち

づけや組織
そ しき

などを明確
めいかく

に条例
じょうれい

で規定
きてい

してください。

　中間案
ちゅうかんあん

は、相談
そうだん

について「障害者等
しょうがいしゃとう

は、市
し

に対
たい

し、差別
さべつ

の相談
そうだん

を行
おこな

うことができる。」としているが、市
し

のどの機関
きかん

が相談
そうだん

を受
う

けるの

かが不明瞭
ふめいりょう

である。市民
しみん

にとって「どこと誰
だれ

」に相談
そうだん

すれば、自身
じ し ん

が受
う

けた差別
さべつ

がなくなるのか、解消
かいしょう

できるのかを示
しめ

すことが条例
じょうれい

の最
さ

重要目的
いじゅうようもくてき

の一
ひと

つなので、差別
さべつ

が解消
かいしょう

される「道筋
みちすじ

」を明確
めいかく

に示
しめ

す必要
ひつよう

がある。

　条例
じょうれい

には具体的
ぐたいてき

な相談機関
そうだんきかん

の名称
めいしょう

は明記
めいき

しませんが、相談
そうだん

の窓口
まどぐち

や調整
ちょうせい

の流
なが

れ等
とう

についてわかりやすく説明
せつめい

したパンフ

レット等
とう

を作成
さくせい

するなど、周知
しゅうち

広報
こうほう

に努
つと

めます。

53

次
つぎ

に、「調整機関
ちょうせいきかん

」に関
かん

して、調整機関
ちょうせいきかん

は「あっせん」を行
おこな

うとしていますが、人
ひと

によってはどこまでも自分
じぶん

の要求
ようきゅう

を通
とお

そうと無理
む り

を言
い

う

方
かた

もいますので、設置
せっち

までにその範囲
はんい

や具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

を決
き

めるようにしないと過度
か ど

の期待
きたい

や考
かんが

えの違
ちが

いで結局
けっきょく

お互
たが

いに残念
ざんねん

な結果
けっか

になったりするのではないかと思
おも

われます。

また、全体と
ぜんたい

して、書
か

き方
かた

や既定
きてい

のしかたによっては当事者
とうじしゃ

の過度
か ど

の期待
きたい

や既定
きてい

の拡大解釈
かくだいかいしゃく

などから支援者
しえんしゃ

が追
お

いつめられる結果
けっか

になることが懸念
けねん

されます。

支援
しえん

する側
がわ

に対する理解
りかい

の促進
そくしん

も必要
ひつよう

な視点
してん

と考えます。

　調整機関
ちょうせいきかん

の運用
うんよう

に関
かん

することは、別途
べっと

、内容
ないよう

を定
さだ

めることとし

ております。

　ご意見
いけん

を参考
さんこう

に、障害者相談支援事業所や障害福祉
しょうがいしゃそうだんしえんじぎょうしょ　しょうがいふくし

サービ

ス事業
じぎょう

所
しょ

をはじめとする支援者
しえんしゃ

への研修
けんしゅう

に取
と

り組
く

んでまいりま

す。

差
別

さ

べ

つ

に
関か

ん

す
る
相
談

そ
う
だ
ん

等と
う

差
別

さ

べ

つ

に
関か

ん

す
る
相
談

そ
う
だ
ん

等と
う

14



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

54

○調整機関
ちょうせいきかん

について

　いわゆる困難事例
こんなんじれい

などを扱う機関
あつか　きかん

で、中間案
ちゅうかんあん

には機能は表
きのう　　　あら

わされているが、位置づけや構成
いち　　　　　　　　こうせい

などがまったく示
しめ

されておらず、どのよ

うな機関
きかん

になるのかが不明瞭
ふめいりょう

である。施行時
せ こ う じ

には整備
せいび

されなければならないことを考
かんが

えると、やはり施行自体
せこうじたい

が時期尚早
じきしょうそう

ではないの

かといわざるを得
え

ない。

さらに、調整機関
ちょうせいきかん

のメンバーは過半数が当事者
かはんすう とうじしゃ

であるというのは必須
ひっす

である

　調整機関
ちょうせいきかん

については市
し

の附属
ふぞく

機関
きかん

とし、事案
じあん

の調整
ちょうせい

にあたっ

ては、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

に十分配慮
じゅうぶんはいりょ

しながら、客観性や公平性
きゃっかんせい　こうへいせい

を

もって調整
ちょうせい

を行
おこな

うことができる専門性
せんもんせい

や知見
ちけん

を持
も

つ者
もの

を選任
せんにん

す

ることを考
かんが

えております。

55

○差別
さべつ

に関
かん

する相談等
そうだんとう

について

「調整機関の設置
ちょうせいきかん せっち

」について、「障害者差別禁止条例の紛争解決
しょうがいしゃさべつきんしじょうれい　ふんそうかいけつ

のしくみ」として、仙台市独自の「障害者差別禁止地域協議会」の設
せんだいしどくじ　　　　しょうがいしゃさべつきんしちいききょうぎかい　　　せっ

置を行
ち　　おこな

うこと。

①保護：権利侵害や差別行為案件の解決、被害者の救済のため「有効に保護」する「独立した機関
ほご　　　けんりしんがい　さべつこういあんけん　　かいけつ　ひがいしゃ　　きゅうさい　　　　　　ゆうこう　　　ほご　　　　　　　どくりつ　　　　きかん

」があること　②促進：条例で求
そくしん　じょうれい　もと

め

られていることを施策等で国内で進
せさくとう　　　こくない　　すす

めていくこと　③監視：条例で求
かんし　じょうれい　もと

められていることがきちんと守
まも

られているかどうかを監視
かんし

する「独立
どくりつ

した監視機関
かんしきかん

」があること

（理由）紛争解撤機関の独立性を担保し、実効性ある条例
りゆう ふんそうかいてつきかん どくりつせい たんぽ じっこうせいじょうれい

としていただきたい。

　障害者差別解消法における「障害者差別解消支援地域協議
しょうがいしゃさべつかいしょうほう しょうがいしゃさべつかいしょうしえんちいききょ

会
うぎかい

」は、関係機関等が差別解消
かんけいきかんとう　さべつかいしょう

のための取り組みを効果的かつ
と く こうかてき え

円滑に行
んかつ　おこな

うためのネットワークであり、あっせん等
とう

を行う調整機
おこな ちょうせ

関
いきかん

ではありません。

　紛争解決
ふんそうかいけつ

については、調整機関
ちょうせいきかん

が行
おこな

います。

56

○救済機関、調整機関
きゅうさいきかん　ちょうせいきかん

について

①仙台市
せんだいし

の障
しょう

がい企画
き か く

課
か

の中
なか

におかれると、中
なか

でどういう案件処理
あんけんしょり

がなされているか検証
けんしょう

もできない（ブラックボックス化
か

される）の

で、絶対独立
ぜったいどくりつ

した機関
きかん

が必要
ひつよう

です。

②この機関
きかん

は、立場
たちば

としては中立
ちゅうりつ

でなければならないのは、その通
とお

りで理解
りかい

できるが、私
わたし

が言
い

っているのは、差別
さべつ

をされた障
しょう

がい者
しゃ

は

傷
きず

ついていてただでさえ差別
さべつ

体験
たいけん

を言
い

いにくいので、エンパワメントと言
い

う意味
い み

でも差別
さべつ

された障
しょう

がい者
しゃ

に寄
よ

りそって機関
きかん

の人
ひと

はきか

なければならないのではないかということです。

③ガイドライン（検討
けんとう

）がなければ、どういう救済
きゅうさい

ができるのだろうか。できるはずがないと思
おも

うので早急
そうきゅう

につくるべきです。

④福祉
ふ く し

新聞
しんぶん

の2015年
ねん

11月
がつ

9日
ひ

（月
げつ

）発行
はっこう

の記事
き じ

に「協議会設置
きょうぎかいせっち

の手引
て び

き」（詳
くわ

しくは別添参照
べってんさんしょう

）があったが、何
なん

で仙台市
せんだいし

はアドバイザー

の依頼
いらい

を内閣府
ないかくふ

にしないのかなと思
おも

った。救済機関
きゅうさいきかん

のことを真剣
しんけん

に考
かんが

えていただきたいです。

①調整機関
ちょうせいきかん

は申立者と相手方の双方
もうしたてしゃ　あいてがた　そうほう

から信頼
しんらい

される必要
ひつよう

があ

り、市
し

の附属
ふぞく

機関
きかん

として設置
せっち

を検討
けんとう

しています。また、相談
そうだん

の実
じっ

績
せき

については、プライバシーに配慮
はいりょ

した形
かたち

で公表
こうひょう

していきたいと

考
かんが

えております。

②調整機関
ちょうせいきかん

においては、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

を踏
ふ

まえ、障害特性
しょうがいとくせい

にも

十分
じゅうぶん

配慮
はいりょ

しながら話
はなし

を聞
き

くことが重要
じゅうよう

であると考
かんが

えております。

③ガイドラインについては作成
さくせい

する予定
よてい

です。

④障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

における「障害者差別解消支援地域協議
しょうがいしゃさべつかいしょうしえんちいききょ

会
うぎかい

」は、関係機関等
かんけいきかんとう

が差別解消
さべつかいしょう

のための取り組
と く

みを効果的かつ
こうかてき え

円滑に行
んかつ　おこな

うためのネットワークであり、あっせん等
とう

を行う調整機
ちょうせい

関
きかん

ではありません。

差
別

さ

べ

つ

に
関か

ん

す
る
相
談

そ
う
だ
ん

等と
う
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

○基本的な施策
きほんてき せさく

仙台市の素案
せんだいし そあん

では

① 「市に対
し　　　たい

し、差別に関する相談を行
さべつ　　かん　　　　そうだん　おこな

うことができること」

② 「市は、相談を受けた場合は、事実確認、調整、助言、情報提供また、 必要に応じて、次に規定する助言又はあっせんの申立ての
し　　　　そうだん　　う　　　　　ばあい　　　　じじつかくにん　ちょうせい　じょげん　じょうほうていきょう　ひつよう　　おう　　　　　つぎ　　きてい　　　じょげんまた　　　　　　　　　　　もうした　　　　しえ

支援を行
ん おこな

う。」

とあるが、市の職員
し しょくいん

がすべての相談に応
そうだん おう

じられるとは考
かんが

えにくいことや、市が差別案件に直接対応
し　　　　さべつあんけん　ちょくせつたいおう

することがふさわしいとは思
おも

えない

ことから、相談員の配置
そうだんいん はいち

などの相談機関や相談支援体制について、誰
そうだんきかん　　そうだんしえんたいせい　　　　　　　　だれ

がどこで相談を受けるのかを明確に示す必要
そうだん う めいかく しめ ひつよう

がある。さらに、

アクセスのしやすさも重要
じゅうよう

である。

　相談員には、障害者の人権擁護・差別の解消についての研修を受けた、ふさわしい人材を任命
そうだんいん しょうがいしゃ じんけんようご さべつ かいしょう けんしゅう う じんざい にんめい

すべき。

　冒頭の事例でも、現在、現地の専従相談員とやりとりをしながら、差別の解消に取り組んでいる。繰り返しになるが、どこに相談をす
ぼうとう じれい げんざい げんち せんじゅうそうだんいん さべつ かいしょう と く く かえ そうだん

れば、誰
だ れ

がサポートしてくれるのかが明確
めいかく

にわかることが非常に重要であると実感
ひじょう　じゅうよう　　　　　　　じっかん

した。その経験
けいけん

をふまえても対応する窓口と担当者
たいおうするまどぐちとたんとうしゃ

を専従で設
をせんじゅうでせつ

けることは必須である。協議会において差別の課題は、生活に密着し、生活課題と切り離して扱うことは望ましくないという
ひっす きょうぎかい さべつ かだい せいかつ みっちゃく せいかつかだい き はな あつか のぞ け

見解が示
んかい　　しめ

されたが、まったく逆
ぎゃく

で専従の窓口から各生活相談
せんじゅう　まどぐち　　　かくせいかつそうだん

へおりていく方向性
ほうこうせい

もある。

　さらに、協議会
きょうぎかい

において諸橋委員
もろはしいいん

から提出
ていしゅつ

された意見
いけん

で、

『様々な相談が様々な形で、様々な機関や人に寄
さまざま そうだん さまざま かたち さまざま きかん ひと よ

せられてきた。その解決
かいけつ

のほとんどは、その「一次相談窓口」の裁量に委ねられ、
いちじそうだんまどぐち さいりょう ゆだ

「解決（曖昧
　かいけつ　あいまい

になることも含
ふく

め）」されてきた。

　差別に関する相談
さべつ　　　かん　　　そうだん

もそうであって、個別的に処理され、本人や相談を受け受けた機関や人が具体的に声を挙げない限り、社会的解
こべつてき しょり ほんにん そうだん う う きかん ひと ぐたいてきに こえ あ かぎ しゃかいてき

決に向
かいけつ　む

かうことはまれである。これは行政や障害者相談支援事業所、法務局、労働局、運営適正化委員会での事例でも言
ぎょうせい　しょうがいしゃそうだんしえんじぎょうしょ　ほうむきょく　ろうどうきょく　うんえいてきせいかいいんかい　じれい　　　　　い

えるのでは

ないかと思
おも

う。それぞれに責任・権限の範囲内で実施され、「解決」され、共有されていないことが多いのが実態であると思
せきにん　けんげん　はんいない　じっしさ　　　　　　　かいけつ　　　　　きょうゆう　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　じったい　　　　　　　　おも

う。

　障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

する取
と

り組
く

みを円滑
えんかつ

に進
すす

めるため、関係機関
かんけいきかん

との連携
れんけい

を図
はか

ることとし、その中
なか

で地域
ちいき

の課
か

題
だい

を共有
きょうゆう

し、差別
さべつ

解消
かいしょう

に繋
つな

がる仕組
し く

みを考
かんが

えてまいります。

　具体的
ぐたいてき

な相談窓口等を周知
そうだんまどぐちとう　しゅうち

するとともに、相談
そうだん

を担当
たんとう

する職
しょ

員
くいん

のスキルアップを図
はか

ってまいります。

　いただいたご意見
いけん

も参考
さんこう

にしながら相談
そうだん

・解決
かいけつ

の仕組
し く

みを検
け

討
んとう

してまいります。

　そうしたことから差別に係る相談支援体制のあり方
さべつ　　　かか　そうだんしえんたいせい　　　　　かた

については、

①一次　窓口（傾聴と問題の分類化
いちじ　まどぐち　けいちょう　もんだい　ぶんるいか

）

②二次　専門的・個別的解決を図
にじ　　　せんもんてき　こべつてきかいけつ　はか

る

③総括し、社会的（全市的）解決を図
そうかつ　　しゃかいてき　ぜんしてき　かいけつ　はか

る

相談・解決の仕組みの一環としてあり方を検討
そうだん かいけつ しく いっかん かた けんとう

されるべきと考
かんが

えます。』

というものがあったが、解決の仕組みとして現実的
かいけつ　しく　　　　　　　　　　げんじつてき

なものである。

57

差
別

さ

べ

つ

に
関か

ん

す
る
相
談

そ
う
だ
ん

等と
う
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

58

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称には、障害者差別禁止、もしくは、障害者差別解消等を入れ、条例が何を目指しているのかが明確に分
めいしょう　　　　しょうがいしゃさべつきんし　　　　　　　　　　しょうがいしゃさべつかいしょうとう　い　　じょうれい　なに　　めざ　　　　　　　　　　　　　　　めいかく　　わ

かるようにするべきと考
かんが

えます。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

59

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称には、障害者差別禁止、もしくは、障害者差別解消等を入れ、条例が何を目指しているのかが明確に分
めいしょう　　　　しょうがいしゃさべつきんし　　　　　　　　　　しょうがいしゃさべつかいしょうとう　い　　じょうれい　なに　　めざ　　　　　　　　　　　　　　　めいかく　　わ

かるようにするべきと考
かんが

えます。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

60

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称には、障害者差別禁止、もしくは、障害者差別解消等を入れ、条例が何を目指しているのかが明確に分
めいしょう　　　　しょうがいしゃさべつきんし　　　　　　　　　　しょうがいしゃさべつかいしょうとう　い　　じょうれい　なに　　めざ　　　　　　　　　　　　　　　めいかく　　わ

かるようにするべきと考
かんが

えます。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

61

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称は条例の「顔」である。その条例がなにを目的にして、なにをする条例
めいしょう　じょうれい　かお」　　　　　　　　　　　　じょうれい　　　　　　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうれい

なのかがわかるものであるべきだ。素案には一言も記述
そあん　　　　ひとこと　　きじゅつ

がなく、きわめて不十分
ふじゅうぶん

である。議論
ぎろん

されてきた意見
いけん

をふまえて市
し

としての方向性、考え方を中間案に示
ほうこうせい　かんが　かた　ちゅうかんあん　しめ

さなければならない。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

62

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称は条例の「顔」である。その条例がなにを目的にして、なにをする条例
めいしょう　じょうれい　かお」　　　　　　　　　　　　じょうれい　　　　　　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうれい

なのかがわかるものであるべきだ。素案には一言も記述
そあん　　　　ひとこと　　きじゅつ

がなく、きわめて不十分
ふじゅうぶん

である。議論
ぎろん

されてきた意見
いけん

をふまえて市
し

としての方向性、考え方を中間案に示
ほうこうせい　かんが　かた　ちゅうかんあん　しめ

さなければならない。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

63

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称は条例の「顔」である。その条例がなにを目的にして、なにをする条例
めいしょう　じょうれい　かお」　　　　　　　　　　　　じょうれい　　　　　　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうれい

なのかがわかるものであるべきだ。素案には一言も記述
そあん　　　　ひとこと　　きじゅつ

がなく、きわめて不十分
ふじゅうぶん

である。議論
ぎろん

されてきた意見
いけん

をふまえて市
し

としての方向性、考え方を中間案に示
ほうこうせい　かんが　かた　ちゅうかんあん　しめ

さなければならない。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

64

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称は条例の「顔」である。その条例がなにを目的にして、なにをする条例
めいしょう　じょうれい　かお」　　　　　　　　　　　　じょうれい　　　　　　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうれい

なのかがわかるものであるべきだ。素案には一言も記述
そあん　　　　ひとこと　　きじゅつ

がなく、きわめて不十分
ふじゅうぶん

である。議論
ぎろん

されてきた意見
いけん

をふまえて市
し

としての方向性、考え方を中間案に示
ほうこうせい　かんが　かた　ちゅうかんあん　しめ

さなければならない。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

65

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称は条例の「顔」である。その条例がなにを目的にして、なにをする条例
めいしょう　じょうれい　かお」　　　　　　　　　　　　じょうれい　　　　　　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうれい

なのかがわかるものであるべきだ。素案には一言も記述
そあん　　　　ひとこと　　きじゅつ

がなく、きわめて不十分
ふじゅうぶん

である。議論
ぎろん

されてきた意見
いけん

をふまえて市
し

としての方向性、考え方を中間案に示
ほうこうせい　かんが　かた　ちゅうかんあん　しめ

さなければならない。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

そ
の
他た

そ
の
他た

17



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

66

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

　名称は条例の「顔」である。その条例がなにを目的にして、なにをする条例
めいしょう　じょうれい　かお」　　　　　　　　　　　　じょうれい　　　　　　もくてき　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうれい

なのかがわかるものであるべきだ。素案には一言も記述
そあん　　　　ひとこと　　きじゅつ

がなく、きわめて不十分
ふじゅうぶん

である。議論
ぎろん

されてきた意見
いけん

をふまえて市
し

としての方向性、考え方を中間案に示
ほうこうせい　かんが　かた　ちゅうかんあん　しめ

さなければならない。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

67

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

協議会
きょうぎかい

において、名称
めいしょう

についての考え方、案は示されたが、未だ名称案は未だ決定
かんが　かた　あん　しめ　　　　　　　　　いま　　めいしょうあん　いま　けってい

しておらず、あまりにも不十分
ふじゅうぶん

である。条例の目
じょうれい も

的は、障害者差別
くてき　しょうがいしゃさべつ

をなくすことなので、名称には「障害者差別
めいしょう　　　　しょうがいしゃさべつ

をなくす（差別禁止）」という言葉
さべつきんし ことば

がはっきりと書
か

かれるべき。また、「共生
き ょ う

社会
せいしゃかい

」あるいは「共
とも

に」という言葉
ことば

で、みんなで取り組
と く

むということを示
しめ

すことが望
のぞ

ましい。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

68

○条例の名称
じょうれい　めいしょう

について

名称を「仙台市障害を理由とする差別を禁止し、誰もが暮
めいしょう せんだいししょうがい りゆう さべつ きんし だれ く

らしやすいまちづくりをすすめる条例
じょうれい

」とする。この点に関する「論点説明」が
てんにかんする「ろんてんせつめい」

「中間案」の
が「ちゅうかんあん」の

中に盛り込
なか も こ

まれていません。既に条例名称が決
すで　じょうれいめいしょう　き

まっているかのような誤解を生
ごかい う

まないために、きちんと議論
ぎろん

できるように

「論点説明文」を書き加
ろんてんせつめいぶん か くわ

えて下
くだ

さい。

（理由
り ゆ う

）

名称には、障害者差別禁止という明確な目標を明示する文言を入れ、条例が何を目指しているのかが誰にでも端的に、分
めいしょう しょうがいしゃさべつきんし めいかく もくひょう めいじ もんごん い じょうれい なに めざ だれ たんてき わ

かるように

するべきです。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

の有無
う む

により分
わ

け隔
へだ

てられることのない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すると

いうことが分
わ

かるような名称
めいしょう

がふさわしいと考
かんが

えています。

69

○「障害」の表記
しょうがい　　ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、様々な意見
さまざま いけん

があるところです。推進協議会
すいしんきょうぎかい

でもいくつかの意見
いけん

が出されています。どの表現
ひょうげん

をとっても、どこ

からか異論
いろん

はでると思
おも

います。

　条例
じょうれい

としてどれかの表現
ひょうげん

を選択
　せんたく

することになりますが、なぜ、その表現を使
ひょうげん　つか

うことになったのか、その理由を文章
りゆう　　ぶんしょう

にて説明する必要
せつめい　　ひつよう

があると考
かんが

えます。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

70

○「障害」の表記
しょうがい　　ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、様々な意見
さまざま いけん

があるところです。推進協議会
すいしんきょうぎかい

でもいくつかの意見
いけん

が出されています。どの表現
ひょうげん

をとっても、どこ

からか異論
いろん

はでると思
おも

います。

　条例
じょうれい

としてどれかの表現
ひょうげん

を選択
　せんたく

することになりますが、なぜ、その表現を使
ひょうげん　つか

うことになったのか、その理由を文章
りゆう　　ぶんしょう

にて説明する必要
せつめい　　ひつよう

があると考
かんが

えます。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

そ
の
他た

そ
の
他た
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71

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、密接で様々な意見
みっせつ さまざま いけん

があるテーマであるため、仙台市としての考え方を示
せんだいし　　　　　　　　かんが　かた　しめ

すべきだ。施策推進協議会での議
せさくすいしんきょうぎかい ぎ

論を見
ろん み

ても、方向性・合意を得たとは考えにくい。根強くある「害」への抵抗感などに対してどのように考えるのか、などは重要な論点
ほうこうせい　ごうい　　え　　　　　　　かんが　　　　　　　ねづよ　　　　　　がい　　　　　　ていこうかん　　　　たい　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　じゅうようなろんてん

で

ある。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

72

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、様々
さまざま

な意見
いけん

があり、各自治体
かく じち たい

の条例
じょうれい

でも表記
ひょうき

が分
わ

かれています。推進協議会
すいしんきょうぎかい

でもいくつかの意見
いけん

が出
だ

され

ています。いづれの表記
ひょうき

となるにせよ、その表記
ひょうき

に至
いた

った理由
り ゆ う

が理解
りかい

できるように文章化
ぶんしょうか

してください。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

73

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、密接で様々な意見
みっせつ さまざま いけん

があるテーマであるため、仙台市としての考え方を示
せんだいし　　　　　　　　かんが　かた　しめ

すべきだ。施策推進協議会での議
せさくすいしんきょうぎかい ぎ

論を見
ろん み

ても、方向性・合意を得たとは考えにくい。根強くある「害」への抵抗感などに対してどのように考えるのか、などは重要な論点
ほうこうせい　ごうい　　え　　　　　　　かんが　　　　　　　ねづよ　　　　　　がい　　　　　　ていこうかん　　　　たい　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　じゅうようなろんてん

で

ある。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

74

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、密接で様々な意見
みっせつ さまざま いけん

があるテーマであるため、仙台市としての考え方を示
せんだいし　　　　　　　　かんが　かた　しめ

すべきだ。施策推進協議会での議
せさくすいしんきょうぎかい ぎ

論を見
ろん み

ても、方向性・合意を得たとは考えにくい。根強くある「害」への抵抗感などに対してどのように考えるのか、などは重要な論点
ほうこうせい　ごうい　　え　　　　　　　かんが　　　　　　　ねづよ　　　　　　がい　　　　　　ていこうかん　　　　たい　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　じゅうようなろんてん

で

ある。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

75

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、密接で様々な意見
みっせつ さまざま いけん

があるテーマであるため、仙台市としての考え方を示
せんだいし　　　　　　　　かんが　かた　しめ

すべきだ。施策推進協議会での議
せさくすいしんきょうぎかい ぎ

論を見
ろん み

ても、方向性・合意を得たとは考えにくい。根強くある「害」への抵抗感などに対してどのように考えるのか、などは重要な論点
ほうこうせい　ごうい　　え　　　　　　　かんが　　　　　　　ねづよ　　　　　　がい　　　　　　ていこうかん　　　　たい　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　じゅうようなろんてん

で

ある。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

76

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、密接で様々な意見
みっせつ さまざま いけん

があるテーマであるため、仙台市としての考え方を示
せんだいし　　　　　　　　かんが　かた　しめ

すべきだ。施策推進協議会での議
せさくすいしんきょうぎかい ぎ

論を見
ろん み

ても、方向性・合意を得たとは考えにくい。根強くある「害」への抵抗感などに対してどのように考えるのか、などは重要な論点
ほうこうせい　ごうい　　え　　　　　　　かんが　　　　　　　ねづよ　　　　　　がい　　　　　　ていこうかん　　　　たい　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　じゅうようなろんてん

で

ある。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

77

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、密接で様々な意見
みっせつ さまざま いけん

があるテーマであるため、仙台市としての考え方を示
せんだいし　　　　　　　　かんが　かた　しめ

すべきだ。施策推進協議会での議
せさくすいしんきょうぎかい ぎ

論を見
ろん み

ても、方向性・合意を得たとは考えにくい。根強くある「害」への抵抗感などに対してどのように考えるのか、などは重要な論点
ほうこうせい　ごうい　　え　　　　　　　かんが　　　　　　　ねづよ　　　　　　がい　　　　　　ていこうかん　　　　たい　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　じゅうようなろんてん

で

ある。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

そ
の
他た
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78

○「障害」の表記
しょうがい ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、密接で様々な意見
みっせつ さまざま いけん

があるテーマであるため、仙台市としての考え方を示
せんだいし　　　　　　　　かんが　かた　しめ

すべきだ。施策推進協議会での議
せさくすいしんきょうぎかい ぎ

論を見
ろん み

ても、方向性・合意を得たとは考えにくい。根強くある「害」への抵抗感などに対してどのように考えるのか、などは重要な論点
ほうこうせい　ごうい　　え　　　　　　　かんが　　　　　　　ねづよ　　　　　　がい　　　　　　ていこうかん　　　　たい　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　じゅうようなろんてん

で

ある。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

79

○「障害」の表記
しょうがい　　ひょうき

について

　障害当事者
しょうがいとうじしゃ

にとっても、様々な意見
さまざま いけん

があるところです。推進協議会
すいしんきょうぎかい

でもいくつかの意見
いけん

が出されています。どの表現
ひょうげん

をとっても、どこ

からか異論
いろん

はでると思
おも

います。

　条例
じょうれい

としてどれかの表現
ひょうげん

を選択
　せんたく

することになりますが、なぜ、その表現を使
ひょうげん　つか

うことになったのか、その理由を文章
りゆう　　ぶんしょう

にて説明する必要
せつめい　　ひつよう

があると考
かんが

えます。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう　　おな　ひょうき

にしました。

80

　一度
いちど

だけですが、ココロンカフェに参加
さんか

しました。

　とても貴重
きちょう

な経験
けいけん

でココロンカフェでの生
なま

の声
こえ

が条例
じょうれい

に活
い

かされることを望
のぞ

みます。

　条例
じょうれい

の名称
めいしょう

については、何
なに

を目的
もくてき

としているか分
わ

かるものを採用
さいよう

してほしいです。又
また

、日々
ひ び

気
き

になる「障害
しょうがい

」の「害
がい

」の表記
ひょうき

について

も、しっかり論
ろん

じて仙台市
せんだいし

の考
かんが

え方
かた

を示
しめ

して下
くだ

さい。

　今後
こんご

、制定
せいてい

して終
お

わりでなく見直
みなお

し、修正
しゅうせい

し、常
つね

によりよい条
じょう

例
れい

になっていくことを願
ねが

います。

　障害を理由とする差別の解消を推進し、障害の有無により分
しょうがい りゆう さべつ かいしょう すいしん しょうがい うむ わ

け隔
へだ

てられることのない共生社会を実現
きょうせいしゃかい　じつげん

するということが分
わ

かる

ような名称
めいしょう

にしていきたいと考
かんが

えています。

　障害の表記
しょうがい　ひょうき

についてはさまざまな意見
いけん

があり、統一
とういつ

することは

困難
こんなん

なことから、法と同じ表記
ほう おな ひょうき

にしました。

81

○見直し規定
みなお きてい

について

　これまでの推進協議会の議論
すいしんきょうぎかい　ぎろん

をみると十分に議論が尽
じゅうぶん ぎろん つ

くされているとは思
おも

えません。施行
せ こ う

された後
あと

もよりよい条例
じょうれい

にする努力が必要
どりょく ひつよう

です。施行
せ こ う

された後
あと

の状況
じょうきょう

をみて、見直
みなお

しをかける規定
きてい

はいれるべきと考
かんが

えます。

　

　条例
じょうれい

は、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

など、必要
ひつよう

に応
おう

じ、改正
かいせい

等
とう

を行
おこな

ってい

くことになりますので、見直
みなお

し規定
きてい

を設
もう

ける必要
ひつよう

はないと考
かんが

えて

います。

82

○見直し規定
みなお きてい

について

　これまでの推進協議会の議論
すいしんきょうぎかい　ぎろん

をみると十分に議論が尽
じゅうぶん ぎろん つ

くされているとは思
おも

えません。施行
せ こ う

された後
あと

もよりよい条例
じょうれい

にする努力が必要
どりょく ひつよう

です。施行
せ こ う

された後
あと

の状況
じょうきょう

をみて、見直
みなお

しをかける規定
きてい

はいれるべきと考
かんが

えます。

　

　条例
じょうれい

は、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

など、必要
ひつよう

に応
おう

じ、改正等
かいせいとう

を行
おこな

ってい

くことになりますので、見直
みなお

し規定
きてい

を設
もう

ける必要
ひつよう

はないと考
かんが

えて

います。

83

○「3年後
ねんご

の見直
みなお

し」の条文
じょうぶん

を絶対
ぜったい

入
い

れて！

　まだまだ内容
ないよう

に不十分
ふじゅうぶん

な所
ところ

があるにもかかわらず、2016年
ねん

4月
がつ

1日
ひ

施行
せ こ う

に執行
しっこう

部
ぶ

がこだわるのであれば、見直
みなお

し条項
じょうこう

は絶対
ぜったい

入
い

れる

べきです。これを入
い

れないと私
わたし

は納得
なっとく

できません。

　条例
じょうれい

は、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

など、必要
ひつよう

に応
おう

じ、改正等
かいせいとう

を行
おこな

ってい

くことになりますので、見直
みなお

し規定
きてい

を設
もう

ける必要
ひつよう

はないと考
かんが

えて

います。

そ
の
他た

そ
の
他た
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84

○ 「改正
かいせい

」を行
おこな

う場合
　ばあい

に必要
ひつよう

となる規約
き や く

を条例の中に盛り込
じょうれい なか も こ

むことについて。

　将来、改正が必要
しょうらい　かいせい　ひつよう

になった場合
ばあい

、そのことに関
かん

する規約
き や く

が必要
ひつよう

になると思
おも

いますので、その日
ひ

のために条例
じょうれい

に盛り込
も こ

んでおくことも

ご検討
けんとう

いただければと思
おも

います。

　条例
じょうれい

は、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

など、必要
ひつよう

に応
おう

じ、改正等
かいせいとう

を行
おこな

ってい

くことになりますので、見直
みなお

し規定
きてい

を設
もう

ける必要
ひつよう

はないと考
かんが

えて

います。

85

○見直し規定
みなお きてい

について

　これまでの推進協議会
すいしんきょうぎかい

の議論
ぎろん

をみると十分
じゅうぶん

に議論が尽
ぎろ ん つ

くされているとは思
おも

えません。施行
せ こ う

された後
あと

もよりよい条例
じょうれい

にする努力
どりょく

が必要
ひつよう

です。施行
せ こ う

された後
あと

の状況
じょうきょう

をみて、見直
み な

しをかける規定
きてい

はいれるべきと考えます。

　

　条例
じょうれい

は、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

など、必要
ひつよう

に応
おう

じ、改正等
かいせいとう

を行
おこな

ってい

くことになりますので、見直
みなお

し規定
きてい

を設
もう

ける必要
ひつよう

はないと考
かんが

えて

います。

86

○条例に見直し規定を設
じょうれい みなお きてい もう

けてください

　実施した施策は必ず評価し、修正
じっし　　　　　せさく　　　かなら　ひょうか　　しゅうせい

し、ブラッシュアップしていかねばならない。法律の見直しも目的は同様
ほうりつ　　みなお　　　　もくてき　　どうよう

である。

　この条例においても障害者の権利擁護や差別禁止
じょうれい しょうがいしゃ けんりようご さべつきんし

など、これまで以上に革新的な考え方を盛り込
いじょう かくしんてき かんが かた も こ

むこととなる。そうしたときに状況
じ ょ う

を把握
きょう　はあく

すること、状況に対応
じょうきょう　たいおう

すること、対応
たいおう

するためには、仕組みを変
しく か

えていくことが必要
ひつよう

である。つまり、ＰＤＣＡサイクルに言うところ

のＰｌａｎ（計画：条約
けいかく　じょうやく

の施行
せ こ う

）→Ｄｏ（実行：相談・啓発
じっこう　そうだん　けいはつ

）→Ｃｈｅｃｋ（評価
ひょうか

：モニタリング）→Ａｃｔ（改善：見直
かいぜん　みなお

し）である。「差別がある現状」
さべつ げんじょう

を変
か

えていくためには、不可欠
ふかけつ

なことである。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

87

○条例に見直し規定を設
じょうれい みなお きてい もう

けてください

　実施した施策は必ず評価し、修正
じっし　　　　　せさく　　　かなら　ひょうか　　しゅうせい

し、ブラッシュアップしていかねばならない。法律の見直しも目的は同様
ほうりつ　　みなお　　　　もくてき　　どうよう

である。

　この条例においても障害者の権利擁護や差別禁止
じょうれい しょうがいしゃ けんりようご さべつきんし

など、これまで以上に革新的な考え方を盛り込
いじょう かくしんてき かんが かた も こ

むこととなる。そうしたときに状況
じ ょ う

を把握
きょう　はあく

すること、状況に対応
じょうきょう　たいおう

すること、対応
たいおう

するためには、仕組みを変
しく か

えていくことが必要
ひつよう

である。つまり、ＰＤＣＡサイクルに言うところ

のＰｌａｎ（計画：条約
けいかく　じょうやく

の施行
せ こ う

）→Ｄｏ（実行：相談・啓発
じっこう　そうだん　けいはつ

）→Ｃｈｅｃｋ（評価
ひょうか

：モニタリング）→Ａｃｔ（改善：見直
かいぜん　みなお

し）である。「差別がある現状」
さべつ げんじょう

を変
か

えていくためには、不可欠
ふかけつ

なことである。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

88

○条例に見直し規定を設
じょうれい みなお きてい もう

けてください

　実施した施策は必ず評価し、修正
じっし　　　　　せさく　　　かなら　ひょうか　　しゅうせい

し、ブラッシュアップしていかねばならない。法律の見直しも目的は同様
ほうりつ　　みなお　　　　もくてき　　どうよう

である。

　この条例においても障害者の権利擁護や差別禁止
じょうれい しょうがいしゃ けんりようご さべつきんし

など、これまで以上に革新的な考え方を盛り込
いじょう かくしんてき かんが かた も こ

むこととなる。そうしたときに状況
じ ょ う

を把握
きょう　はあく

すること、状況に対応
じょうきょう　たいおう

すること、対応
たいおう

するためには、仕組みを変
しく か

えていくことが必要
ひつよう

である。つまり、ＰＤＣＡサイクルに言うところ

のＰｌａｎ（計画：条約
けいかく　じょうやく

の施行
せ こ う

）→Ｄｏ（実行：相談・啓発
じっこう　そうだん　けいはつ

）→Ｃｈｅｃｋ（評価
ひょうか

：モニタリング）→Ａｃｔ（改善：見直
かいぜん　みなお

し）である。「差別がある現状」
さべつ げんじょう

を変
か

えていくためには、不可欠
ふかけつ

なことである。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

そ
の
他た

そ
の
他た

21



項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

89

○条例に見直し規定を設
じょうれい みなお きてい もう

けてください

　実施した施策は必ず評価し、修正
じっし　　　　　せさく　　　かなら　ひょうか　　しゅうせい

し、ブラッシュアップしていかねばならない。法律の見直しも目的は同様
ほうりつ　　みなお　　　　もくてき　　どうよう

である。

　この条例においても障害者の権利擁護や差別禁止
じょうれい しょうがいしゃ けんりようご さべつきんし

など、これまで以上に革新的な考え方を盛り込
いじょう かくしんてき かんが かた も こ

むこととなる。そうしたときに状況
じ ょ う

を把握
きょう　はあく

すること、状況に対応
じょうきょう　たいおう

すること、対応
たいおう

するためには、仕組みを変
しく か

えていくことが必要
ひつよう

である。つまり、ＰＤＣＡサイクルに言うところ

のＰｌａｎ（計画：条約
けいかく　じょうやく

の施行
せ こ う

）→Ｄｏ（実行：相談・啓発
じっこう　そうだん　けいはつ

）→Ｃｈｅｃｋ（評価
ひょうか

：モニタリング）→Ａｃｔ（改善：見直
かいぜん　みなお

し）である。「差別がある現状」
さべつ げんじょう

を変
か

えていくためには、不可欠
ふかけつ

なことである。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

90

○条例に見直し規定を設
じょうれい みなお きてい もう

けてください

　実施した施策は必ず評価し、修正
じっし　　　　　せさく　　　かなら　ひょうか　　しゅうせい

し、ブラッシュアップしていかねばならない。法律の見直しも目的は同様
ほうりつ　　みなお　　　　もくてき　　どうよう

である。

　この条例においても障害者の権利擁護や差別禁止
じょうれい しょうがいしゃ けんりようご さべつきんし

など、これまで以上に革新的な考え方を盛り込
いじょう かくしんてき かんが かた も こ

むこととなる。そうしたときに状況
じ ょ う

を把握
きょう　はあく

すること、状況に対応
じょうきょう　たいおう

すること、対応
たいおう

するためには、仕組みを変
しく か

えていくことが必要
ひつよう

である。つまり、ＰＤＣＡサイクルに言うところ

のＰｌａｎ（計画：条約
けいかく　じょうやく

の施行
せ こ う

）→Ｄｏ（実行：相談・啓発
じっこう　そうだん　けいはつ

）→Ｃｈｅｃｋ（評価
ひょうか

：モニタリング）→Ａｃｔ（改善：見直
かいぜん　みなお

し）である。「差別がある現状」
さべつ げんじょう

を変
か

えていくためには、不可欠
ふかけつ

なことである。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

91

○条例に見直し規定を設
じょうれい みなお きてい もう

けてください

　実施した施策は必ず評価し、修正
じっし　　　　　せさく　　　かなら　ひょうか　　しゅうせい

し、ブラッシュアップしていかねばならない。法律の見直しも目的は同様
ほうりつ　　みなお　　　　もくてき　　どうよう

である。

　この条例においても障害者の権利擁護や差別禁止
じょうれい しょうがいしゃ けんりようご さべつきんし

など、これまで以上に革新的な考え方を盛り込
いじょう かくしんてき かんが かた も こ

むこととなる。そうしたときに状況
じ ょ う

を把握
きょう　はあく

すること、状況に対応
じょうきょう　たいおう

すること、対応
たいおう

するためには、仕組みを変
しく か

えていくことが必要
ひつよう

である。つまり、ＰＤＣＡサイクルに言うところ

のＰｌａｎ（計画：条約
けいかく　じょうやく

の施行
せ こ う

）→Ｄｏ（実行：相談・啓発
じっこう　そうだん　けいはつ

）→Ｃｈｅｃｋ（評価
ひょうか

：モニタリング）→Ａｃｔ（改善：見直
かいぜん　みなお

し）である。「差別がある現状」
さべつ げんじょう

を変
か

えていくためには、不可欠
ふかけつ

なことである。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

92

○条例に見直し規定を設
じょうれい みなお きてい もう

けてください

　実施した施策は必ず評価し、修正
じっし　　　　　せさく　　　かなら　ひょうか　　しゅうせい

し、ブラッシュアップしていかねばならない。法律の見直しも目的は同様
ほうりつ　　みなお　　　　もくてき　　どうよう

である。

　この条例においても障害者の権利擁護や差別禁止
じょうれい しょうがいしゃ けんりようご さべつきんし

など、これまで以上に革新的な考え方を盛り込
いじょう かくしんてき かんが かた も こ

むこととなる。そうしたときに状況
じ ょ う

を把握
きょう　はあく

すること、状況に対応
じょうきょう　たいおう

すること、対応
たいおう

するためには、仕組みを変
しく か

えていくことが必要
ひつよう

である。つまり、ＰＤＣＡサイクルに言うところ

のＰｌａｎ（計画：条約
けいかく　じょうやく

の施行
せ こ う

）→Ｄｏ（実行：相談・啓発
じっこう　そうだん　けいはつ

）→Ｃｈｅｃｋ（評価
ひょうか

：モニタリング）→Ａｃｔ（改善：見直
かいぜん　みなお

し）である。「差別がある現状」
さべつ げんじょう

を変
か

えていくためには、不可欠
ふかけつ

なことである。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

そ
の
他た

22
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こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが
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93

○見直し規定
みなお きてい

について

　施行後、３年を目途にこの条例の見直しを行うことを明文化
せこうご　　　　　ねん　　めど　　　　　　　じょうれい　みなお　　　おこな　　　　　　めいぶんか

する。

（理由
り ゆ う

）

これまでの推進協議会の議論では、「見直しをしてほしい」という意見が複数以上の委員から指摘されるところであり、十分に議論を尽
すいしんきょうぎかい　ぎろん　　　　　　　みなお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いけん　　ふくすういじょう　いいん　　　　　してき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅうぶん　ぎろん　　　つ

くすことが必要です。介護保険法でも５年目ごとに見直しを行っていますから、施行された後もよりよい条例にする努力が必要です。施
ひつよう かいごほけんほう ねんめ みなお おこな せこう のち じょうれい どりょく ひつよう

行された後の状況
　せこう　　　　　　のち　じょうきょう

をみて、見直しをかける規定を市民に約束して、より良い条例へと高
みなお きてい しみん やくそく よ じょうれい たか

めるべきです。

「私たちを抜きに、私たちのことを決めないで」という当事者の人びとの主張に、真摯に向き合いきちんとその意見や主張が、将来にお
わたし ぬ、 わたし き とうじしゃ ひと しゅちょう しんし む あ いけん しゅちょう しょうらい

いても盛
も

り込まれる余地があるという姿勢意を示す仙台市の障害者差別禁止条例であって欲しいと思います。
こ よち しせいい しめ せんだいし しょうがいしゃさべつきんしじょうれい ほ おも

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

94

○条例実施後一定期間をおいての検証する旨を明記
じょうれいじっしごいっていきかん けんしょう むね めいき

することについて。

　今回この条例作りは、関係者の多大な努力によって作り上げられることになりますが、時間的に十分余裕があったわけではなく、十
こんかい じょうれいづく かんけいしゃ ただい どりょく つく あ じかんてき じゅうぶんよゆう じゅうぶ

分な吟味
ん ぎ ん み

ができなかった面
めん

もあると思
おも

います。それ故
ゆえ

、最も重視
もっと　じゅうし

されなければならない障害者本人の方々の希望や考えが十分反映
しょうがいしゃほんにん　かたがた　きぼう　かんが　　じゅうぶんはんえい

さ

れたものとはならない部分も出てくるかと思
ぶぶん で おも

います。

　本条例を更に良いものにするためにも、実施後一定期間をおいて条例を施行してみての実施状況を点検する旨を条例に明記してほ
ほんじょうれい さら よ じっしごいっていきかん じょうれい せこう じっしじょうきょう てんけん むね じょうれい めいき

しいと思
お も

います。

　条例は、社会情勢の変化など、必要に応じ、改正等を行
じょうれい　　しゃかいじょうせい　へんか　　　　　ひつよう　おう　　かいせいとう　おこな

ってい

くことになりますので、見直し規定を設ける必要
みなお　　　きてい　もう　　　　ひつよう

はないと考
かんがえ

えて

います。

　なお、条例制定後
じょうれいせいていご

の差別
さべつ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みの進捗状況等
しんちょくじょうきょうとう

につ

いては、障害者施策推進協議会
しょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

でモニタリングを行
おこな

うこととして

います。

95

○ プライバシーの配慮に関
はいりょ　かん

して

　障害やセクシュアリティ等の性質によって、当事者の自己開示が困難な場合が多くあり、このこと自体が差別の現状
しょうがい　　　　　　　　　　　　　　　とう　　せいしつ　　　　　　　　とうじしゃ　　　じこかいじ　　　　こんなん　　ばあい　　おお　　　　　　　　　　　　じたい　　　　さべつ　げんじょう　しめ

を示していま

す。

　自己開示が難しい場合には、より環境改善のような取り組みが重要
じこかいじ むずか ばあい かんきょうかいぜん と く じゅうよう

になります。

　積極的な啓発が必要で、特に言及しておく必要
せっきょくてき　けいはつ　ひつよう　　とく　　げんきゅう　　　　　ひつよう

があります。

　ある程度の自己開示
ていど じこかいじ

をしている場合
ばあい

にも、個別の介入にあたって、個人の意向が最大限配慮されることが不可欠
こべつ かいにゅう こじん いこう さいだいげんはいりょ ふかけつ

です。

　差別の解消を謳うのであれば、こうしたプライバシー保護に関する部分への特段の配慮が条文化されて然
さべつ かいしょう うた ほご かん ぶぶん とくだん はいりょ じょうぶんか しか

るべきです。

　意見交換会
いけんこうかんかい

やココロン・カフェなどにおいて、障害
しょうがい

のある方
かた

が

自ら配慮が必要
みずか　はいりょ　ひつよう

なことを発信
はっしん

していくことが大切
たいせつ

であるという意
い

見
けん

が多
おお

く出
だ

された一方
いっぽう

、障害
しょうがい

を知
し

られたくなかったり必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を伝
つた

えられない方
かた

についても見落
み お

としてはならないという意見
いけん

も

出
だ

されていたところです。

　こうしたこともふまえながら、本市
ほんし

の個人情報保護条例
こじんじょうほうほごじょうれい

により

プライバシー保護
ほ ご

に適切
てきせつ

に対応
たいおう

してまいります。
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○障害者が歩けば差別に当
しょうがいしゃ ある さべつ あ

たる

　「犬も歩けば棒に当たる」をもじって「障害者が歩けば差別に当たる」という言葉がある。いかに日常的に障害者差別が起こっている
いぬ ある ぼう あ しょうがいしゃ ある さべつ あ ことば にちじょうてき しょうがいしゃさべつ お

か皮肉を込
ひ に く こ

めて表
あらわ

したものだ。

　わたしは電動車いすユーザーだが、この言葉に強く同意する。現に旅行中だった11月8日に、飲食店で露骨な入店拒否に遭い、入店
でんどうくるま ことば つよ どうい げん りょこうちゅう がつ にち いんしょくてん ろこつ にゅうてんきょひ あ にゅうてん

が叶
か な

わなかった。いわゆる差別禁止条例が制定
さべつきんしじょうれい　せいてい

されているので、システムを活用して改善を求
かつよう かいぜん もと

めている最中
さいちゅう

だ。

　来年4月以降の仙台市の姿かもしれない。きわめて腹立たしいが、たいへん貴重な経験
らいねん がついこう せんだいし すがた はらだ きちょう けいけん

となっている。

　障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さべつ

事例
じれい

については、相談等
そうだんとう

に基
もと

づき、解
か

決
いけつ

に向
む

け取
と

り組
く

んでまいります。

　条例制定後
じょうれいせいていご

も、施
せ

策
さく

を着実
ちゃくじつ

に推進
すいしん

しながら、市民
しみん

・事業者
じぎょうしゃ

の理
り

解
かい

を深
ふか

めてまいります。

そ
の
他

23
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○中間案の基本的方向性
ちゅうかんあん　きほんてきほうこうせい

中間案は骨子であり、スリムにまとまっている印象も受けるが、抽象的で、どういう仕組み、考え方を市民に発信するのかが伝わってこ
ちゅうかんあんはこっしであり、すりむにまとまっているいんしょうもうけるが、ちゅうしょうてきで、どういうしくみ、かんがえかたをしみんにはっしんするのかがつたわってこない。「

ない。「条例の設計図
じょうれい　せっけいず

」であるので、どういった形で組み上
かたち く あ

がるのかイメージできるものが望
のぞ

ましい。障害者権利条約や差別解消法に
しょうがいしゃけんりじょうやく さべつかいしょうほ

比べて、不十分な点
う くら ふじゅうぶん てん

も多い。後発の条例は、この二つの規範の精神および先行条例の良い点をふまえた内容
おお こうはつ じょうれい ふた きはん せいしん せんこうじょうれい よ てん ないよう

でなければならない。

　中間報告案も中間案も、「障害の理解」に重点が置かれがちだが、差別をなくすうえで、障害の特性や認知度と同じように重要なこと
ちゅうかんほうこくあん ちゅうかんあん しょうがい りかい じゅうてん お さべつ しょうがい とくせい にんちど おな じゅうよう

は「機会
き か い

の均等」と「結果の平等」をいかに確保するかにある。障害の認知度はこれらに多分な影響を及ぼす要素であるが、とらわれ
きんとう けっか びょうどう かくほ しょうがい にんちど たぶん えいきょう およ ようそ

てしまうと差別の本質
さべつ ほんしつ

は見
み

えない。理解
りかい

がなくても(偏見
へんけん

があっても)差別
さべつ

をしてはいけないということだ。

「障害(者)を理解する」と言うが、私
しょうがい　しゃ　りかい　　　　　　　い　　　　　わたし

は3つの意味
い み

があると思
おも

っている。

①障害
しょうがい

があることを特別
とくべつ

なことだと捉
とら

えずに、そのままのありようを認
みと

め、拒絶
きょぜつ

しない。

②障害
しょうがい

による違
ちが

い(症状、行動
しょうじょう　こうどう

など)を知
し

り、それを認
みと

め、拒絶
きょぜつ

しない。

③障害の有無
しょうがい うむ

によらず、同じ権利が行使
おな けんり こうし

できなければならないことを認め、推進
みと　　　すいしん

する。

　このうち、特に差別の議論で強調
とく　　さべつ　　　ぎろん　　きょうちょう

しなければならないものは、3つ目
め

の“同じ権利を行使
おな けんり こうし

できるべき存在
そんざい

”としての障害者
しょうがいしゃ

である。

　条例
じょうれい

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

をなくし、共生社会を実現
きょうせいしゃかい　じつげん

する

ための理念
りねん

や基本的
きほんてき

な施
せ

策
さく

を定
さだ

め、市民
しみん

にわかりやすく、お示
しめ

しするものと考
かんが

えます。

　差別
さべつ

をなくすためには、市民
しみん

の障害理解
しょうがいりかい

を進
すすむ

める取
と

り組
く

みが

不可欠
ふかけつ

であり、相談
そうだん

の仕組
し く

みなどの施
せ

策
さく

と合
あ

わせ、推進
すいしん

するこ

とが必要
ひつよう

と考
かんが

えます。
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○中間案の内容
ちゅうかんあん　ないよう

について

• 障害に対する差別・偏見をなくし、障害のある人もない人も、共に安心して暮らすことのできる社会の実現を目指すという、そのコンセ
しょうがい たい さべつ へんけん しょうがい ひと ひと とも あんしん く しゃかい じつげん めざ

プトは非常
ひ じ ょ う

に大事で、まさに条例の基本理念に据えるべきものだと思
だいじ じょうれい きほんりねん す おも

う。

• このコンセプトを実現
じつげん

するためのキーポイントは、障害
しょうがい

に対する理解
りかい

をいかにして、できるだけ自然な形で市民に浸透
しぜん　　かたち　しみん　　しんとう

させていくかに

あると思
おも

う。

• 互いの不信感や偏見を払しょくするのは簡単
たが　　　　ふしんかん　へんけん　ふっ　　　　　　　　　　　　かんたん

にはできないことだと思うが、今回、この条例を作る過程で開
こんかい じょうれい つく かてい ひら

かれてきた「ココロン・カ

フェ」は、障害
しょうがい

のある人
ひと

・ない人
ひと

が、直接思
ちょくせつおも

っていることを話し合
は な あ

える貴重な機会
きちょう きかい

であったと思
おも

うし、これを単発に終
たんぱつ お

わらせずに継続的
けいぞくて

に開
き　ひら

いてきた、行政の取組
ぎょうせい とりく

みは非常に評価に値すると思
ひじょう　ひょうか　　あたい　　　　おも

う。

　障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

の解消
かいしょう

は、障害
しょうがい

理解
りかい

の促進
そくしん

と合
あ

わせ、相互
そ う ご

理解
りかい

のための対話
たいわ

を進
すす

めながら、行
おこな

われることが必要
ひつよう

と考
かんが

えており、

ご意見
いけん

も参考
さんこう

にしながら取
と

り組
く

んでまいります。
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○条例の施行
じょうれい せこう

について

• マスコミ報道等によれば、条例の内容について議論が十分ではないとか、障害当事者の意見がしっかり反映されていないといった意
ほうどうとう じょうれい ないよう ぎろん じゅうぶん しょうがいとうじしゃ いけん はんえい いけん

見もあるようだが、この中間案の内容は、市民に常識的に受入れられる内容だと思
ちゅうかんあん ないよう しみん じょうしきてき うけい ないよう おも

う。

• 内容の吟味
　ないよう　ぎんみ

もさることながら、もっとも重要
じゅうよう

なことは、この条例
じょうれい

の考え方を早く実行に移
かんが　かた　はや　じっこう　うつ

し、市民の中に、より日常的
しみん　　なか　　　　　　　にちじょうてき

なレベルで、障害
し ょ う

理解を浸透
がいりかい　しんとう

させていくために、どのような人を巻き込
ひと ま こ

んで、どんな手法を用
しゅほう もち

いてやっていくかといった、実践論こそを議論
じっせんろん ぎろん

するべきであ

る。

• その意味
い み

でも速
すみ

やかな条例の施行を望
じょうれい せこう のぞ

むものです。

 


　条例施行は障害者差別解消の取り組
じょうれいせこう しょうがいしゃさべつかいしょう と く

みのスタートであると考
かんが

えており、条例
じょうれい

に基
もと

づく具体的
ぐたいてき

な施
せ

策
さく

を着実
ちゃくじつ

に進
すす

められるよう努
つと

めてまいります。

そ
の
他

24
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　条例
じょうれい

が制定
せいてい

されることによって、具体的
ぐたいてき

な改善
かいぜん

すべき事象
じしょう

が何
なに

になるのか、現状
げんじょう

において日常
にちじょう

での改善点
かいぜんてん

が明確
めいかく

に見
み

えるような条
じょ

例
うれい

であって欲
ほ

しい。

全体
ぜんたい

の中
なか

で障害者
しょうがいしゃ

は少数
しょうすう

であり、多数
たすう

の健常者
けんじょうしゃ

には、とかく無関心
むかんしん

な条例
じょうれい

となりがちと思
おも

う。

具体的
ぐたいてき

な改善
かいぜん

が見
み

られることで条例
じょうれい

の理解・浸透が進
りかい　　しんとう　　すす　　おも

むと思う。

　基本
きほん

理念
りねん

のもと、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

をすすめるた

めの施
せ

策
さく

を着実
ちゃくじつ

に進
すす

めることで、市民
しみん

の理解
りかい

や関心
かんしん

を高
たか

めてい

けるよう、ご意見
いけん

も参考
さんこう

にしながら取
と

り組
く

んでまいります。

101

　中間
ちゅうかん

案
あん

は良
よ

いと思
おも

います。

　障害者
しょうがいしゃ

の目線
めせん

で、又市民
またしみん

の方々
かたがた

にも理解
りかい

して頂
いただ

ける様
よう

に、できるだけ難
むずか

しい法律
ほうりつ

用語
よ う ご

は分
わ

かりやすい言葉
ことば

で書
か

いて頂
いただ

きたいと思
おも

い

ます。当事者
とうじしゃ

、市民
しみん

が理解
りかい

出
で

きないと、それが差別の原因
さべつ げんいん

になると思
おも

うのと、情報格差
じょうほうかくさ

をなくす事
こと

を配慮
はいりょ

して頂
いただ

ければと思
おも

います。

　後は、育てて行く事が大事だと思
あと そだ い こと だいじ おも

います。

　市民
しみん

にわかりやすい表現
ひょうげん

にできるよう努
つと

めてまいります。

102

　平成
へいせい

25年
ねん

に成立
せいりつ

した障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

について触
ふ

れられていませんが、市民
しみん

、事業者
じぎょうしゃ

等
とう

が守
まも

らな

ければならないこの関連法規
かんれんほうき

を何
なん

らかの形
かたち

で条例
じょうれい

で触
ふ

れると一体的
いったいてき

な理解
りかい

・取
と

り組
く

みの推進
すいしん

に寄与
き よ

すると思
おも

います。

　関係者
かんけいしゃ

の方々
かたがた

が法律成立前
ほうりつせいりつまえ

に条例
じょうれい

を作
つく

りたいとおっしゃっていたように記憶
き お く

しており、そうするとあまりそうしたくはないのかもしれま

せんが、上手
じょうず

に触
ふ

れることで条例
じょうれい

の規定
きてい

内容
ないよう

が補強
ほきょう

されるメリットの方
ほう

が大
おお

きくなるのではないかと考
かんが

えます。

　条例
じょうれい

に関係
かんけい

する法令
ほうれい

の周知
しゅうち

に努
つと

め、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の

解消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

ってまいります。
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○ Nothing About Us Without Us（私
わたし

たちのことを、私
わたし

たち抜
ぬ

きに決
き

めないで）について

　デビッド・ワーナー氏
し

のこの言葉は、障害者差別問題を考える時、健常者たちは常に原点として押さえておく必要があると思います。
ことば しょうがいしゃさべつもんだい かんが とき けんじょうしゃ つね げんてん お ひつよう おも

この考え方
かんが かた

はもはや世界
せかい

のコンセンサスになっているわけで、条例作成
じょうれいさくせい

にあたっても、この視点を常に堅持
してん つね けんじ

してほしいと思
おも

います。

　ご意見
いけん

を参考
さんこう

に検討
けんとう

してまいります。

そ
の
他

そ
の
他た

25
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104

　障害者であれ、健常者であれ、現代社会の中で、その人権を尊重されない場合があることは、不幸
しょうがいしゃ けんじょうしゃ げんだいしゃかい なか じんけん そんちょう ばあい ふこう

なことです。

　すべての人の人権が尊重され、障害者と健常者が。お互いの問題を理解し合える素地を創ることは、大変に必要
ひと じんけん そんちょう しょうがいしゃ けんじょうしゃ たが もんだい りかい あ そじ つく たいへん ひつよう

なことです。

　家族が高齢になって、手術の結果、障害者となった時に、様々な援助をいただいた時には、大変感謝いたしました。その時、障害者
かぞくがこうれいになって、しゅじゅつのけっか、しょうがいしゃとなったときに、さまざまなえんじょをいただいたときには、たいへんかんしゃいたしました。そのとき、しょうがいしゃがてあつく

が手厚く保護
ほ ご

されていることを知
し

りました。

　今回の条例では、障害者を区別することによって、条例制定そのものが、人の差別化
こんかい じょうれい しょうがいしゃ くべつ じょうれいせいてい ひと さべつか

をしていることにならないのかどうか、心配
しんぱい

して

います。

　条例は必要
じょうれい　ひつよう

ないと思
おも

います。

　セクハラなど様々な不幸な事件が多発している現代、相手が精神障害者であるがゆえに、健常者が保護されず、逃げるしかない事
さまざま　　ふこう　　じけん　　たはつ　　　　　　　　げんだい　あいて　　せいしんしょうがいしゃ　　　　　　　　　　　　　けんじょうしゃ　ほご　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　じれい

例を、これまでにいろいろ見聞
み き

きしました。このような事例
じれい

において、障害者だけが保護
しょうがいしゃだけ ほご

されている理不尽な事例を、見聞
りふじんなじれい みき

きしていま

す。

　条例
じょうれい

がなければ、行政
ぎょうせい

が動
　うご

けないというものではありません。

　障害者が抱える問題を解決するための、仲裁機関、問題解決機関が設置されることは、必要なことと思
しょうがいしゃ かか もんだい かいけつ ちゅうさいきかん もんだいかいけつきかん せっち ひつよう おも

われます。

　不動産などの問題も、行政がその人物を保証するのであれば、民間の事業者も安心して、関わりを持てることと思
ふどうさん もんだい ぎょうせい じんぶつ ほしょう みんかん じぎょうしゃ あんしん かか も おも

います。

　条例制定以外の部分で、行政の関与が必要
じょうれいせいていいがい ぶぶん ぎょうせい かんよ ひつよう

とされていると思
おも

います。

　条例制定は、行政の自己満足に過ぎないと言ったら、言い過ぎだとは思いますが、百害あって一利なしだと思
じょうれいせいてい ぎょうせい じこまんぞく す い い す おも ひゃくがい いちり おも

います。

　人はあまねく差別されてならないものであり、障害だけが差別の原因
ひと さべつ しょうがい さべつ げんいん

ではありません。

　本
ほん

市
し

では、障害
しょうがい

のある人が、自
みずか

らの機能
き のう

障害
しょうがい

に加
くわ

え、周囲の
しゅういの

無理解
む り か い

などにより、生活上
せいかつじょう

の困難
　こんなん

を抱
　かか

えている状況
じょうきょう

にあることを

踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、誰
だれ

もが安心
あんしん

して地域生活を送
ちいきせいかつ　おく

ることができるよう条例
じょうれい

を制定
せいてい

し、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
　すいしん

してまいりたいと考
かんが

えております。

105

　自閉症
じへいしょう

児
じ

（男子
だんし

・4才
さい

）の祖母
そ ぼ

です。

　保育
ほ いく

所
しょ

に入
はい

ってます。やっと入
はい

れた保育
ほ いく

所
しょ

です。

　職員
しょくいん

の方々
かたがた

はいっしょうけんめいめんどうを見
み

てくれてます。嫁
よめ

は１才
さい

の２番目
ばんめ

の子
こ

をつれて、家
いえ

を出
で

てしまいました。４歳
さい

の子供
こ ど も

が

いたのでは仕事
し ご と

ができません。１か月
げつ

も仕事
し ご と

を休
やす

みました。さいわいくびにはなりませんでしたが、朝
あさ

７時
じ

に保育
ほ いく

所
しょ

にあづけて夕方
ゆうがた

７時
じ

までむかえに行
い

く生活
せいかつ

です。

　育児
い く じ

院
いん

にあづかってくれるようにたのんでも仙台市
せんだいし

はなんにもしてくれません。

　27年
ねん

10/13（火
ひ

）ココロン・カフェに参加
さんか

しました。障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

なんて夢
ゆめ

じゃないですか。

　障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず誰
だれ

もが地域
ちいき

で安心
あんしん

して暮
く

らしていける

よう障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に努
つと

めてまいります。

106

　障害者
しょうがいしゃ

の一人
ひ と り

としてせんだいメディアテークのココロンカフェにきて、安心
あんしん

しました。私
わたし

はおかしくない。間違
まちが

っていないと思
おも

った。 　障害の有無に関わらず誰もが地域で安心して暮
しょうがい うむ かか だれ ちいき あんしん く

らしていける

よう障害
しょうがい

を理由とする差別の解消の推進に努
　りゆう　　　　　　さべつ　　かいしょう　すいしん　つと

めてまいります。

そ
の
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107

　健常者
けんじょうしゃ

社会
しゃかい

はハンディを持
も

った方
かた

に対
たい

しては何
なに

かと「生
い

きにくさ」「生
い

きづらさ」があります。

　「健常者
けんじょうしゃ

側
がわ

が、ハンディを持
も

った方
かた

を、ハンディというものを正
ただ

しく理解
りかい

していない」点
てん

に全
すべ

ての問題
もんだい

（様々
さまざま

な問題
もんだい

）が起
お

きている、起
お

き

てしまっていると私
わたし

は考
かんが

えております。

　それぞれに視点
してん

を持
も

つ事
こと

が大切
たいせつ

です。

　健常者側
けんじょうしゃがわ

は、自分
じぶん

が他者
た しゃ

に対
たい

して「与
あた

えた事
こと

」を自分
じぶん

に置
お

きかえて「考
かんが

え」そして「気
き

づき」そして「行動
こうどう

」していただきたいと思
おも

います。

Ｅｘ（自分
じぶん

が同
おな

じ様
よう

な事
こと

をされたら、どうかなあ）とか（自分
じぶん

は知
し

らないうちに、他者
た しゃ

に、こんな負荷
ふ か

をかけていた（与
あた

えていた）んだなあ）

とか。

　ご意見
いけん

を参考
さんこう

にしながら、市民
しみん

等
とう

に対
たい

する障害
しょうがい

理解
りかい

の促進
そくしん

に

ついて、今後
こんご

とも努
つと

めてまいります。

108

○その他
た

・説明会を開催するお知らせが市政だよりには掲載されず、多くの市民
せつめいかい かいさい し しせい けいさい おお しみん

がわからないままにパブリックコメントを募集
ぼしゅう

している。（ネット

でお知
し

らせしていることは理由
り ゆ う

にならない）

・中間案の内容は、説明を聞
ちゅうかんあん ないよう せつめい き

かなければわかりにくい内容
ないよう

になっている。

　市民説明会
しみんせつめいかい

については、ホームページでの周知
しゅうち

に加
くわ

え、市政
しせい

だより11月1日号
がつ　にちごう

でお知
し

らせいたしております。

109

　最後に、説明会の参加者が少なく、あまり市民に知られていない可能性
さいご せつめいかい さんかしゃ すく しみん し かのうせい

あります。

　障害への理解は一般の方
しょうがい　りかい　　　　　いっぱん　かた

にはなかなか広
ひろ

まりにくく、かつデリケートな事柄
ことがら

です。

　これまで丁寧に議論を重
ていねい　ぎろん　　かさ

ねてこられたことに敬意を持
けいい も

ちつつ、引き続き丁寧に議論を重
ひ　　　つづ　ていねい　ぎろん　　かさ

ねていただければありがたいと思
おも

います。

　今後
こんご

も市民
しみん

・事業者
じぎょうしゃ

の障害理解
しょうがいりかい

を深
ふか

めていけるよう、参画
さんかく

の手
しゅ

法
ほう

も検討
けんとう

しながら、議論
ぎろん

を深
ふか

めてまいりたいと考
かんが

えております。

110

○ 十分な意見聴取や議論が尽
じゅうぶん いけんちょうしゅ ぎろん つ

くされているか？

　私
わたし

は、HIVやセクシュアリティに関
かん

する活動を行
かつどう　おこな

っていて、障害者担当課へも提言を行
しょうがいしゃたんとうか　　ていげん　おこな

ったことがあります。

　内部障害
ないぶしょうがい

にHIV感染症
かんせんしょう

による障害が規定
しょうがい　きてい

されていること、性的
せいてき

マイノリティに対
たい

する配慮が必要
はいりょ　ひつよう

なこと、これらについて、意見聴取
いけんちょうしゅ

を

行ったり議論
ぎろん

をしたりしたでしょうか？

　他
ほか

にも新
あらた

たに分
わ

かったことや見過
みす

ごされやすい「障害」に関して特有な配慮が必要
しょうがい　　かん　　とくゆう　　はいりょ　　ひつよう

なこと、その配慮が全体の枠組みに関
はいりょ　ぜんたい　　わくぐ　　　　かかわ　

わってくる

ことがあります。

　こうした積み残した部分に関しても配慮
つ のこ ぶぶん かん はいりょ

ができる、今後にわたり見直
こんご　　　　　　　　　みなお

しができるようメディアなどの協力も得
きょうりょく　え

て、十分な策定過程を踏
じゅうぶん さくていかてい ふ

む必要
　　　　ひつよう

があります。

　これまで各障害者団体等を通
かくしょうがいしゃだんたいとう　とお

して、多
おお

くの障害
しょうがい

のある方
かた

と意見
いけん

交換
こうかん

等
とう

を行
おこな

うとともに、こうしたパブリック・コメントにより様々
さまざま

な

ご意見
いけん

を伺
うかが

っているところです。

　なお、障害者保健福祉施策
しょうがいしゃほけんふくしせさく

についてのご意見
いけん

は、随時
ずいじ

お受
う

け

しております。

そ
の
他た

そ
の
他
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○仙台市障害者施策推進協議会
せんだいししょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい

のあり方
かた

について（Ⅰ）

推進協議会の委員は、当初２０名でした。途中で「臨時委員」（「正式委員」と区別するやり方も「不均等待遇」です。）１２名が選出
すいしんきょうぎかい　いいん　　　　とうしょ　　めい　　　　　　　とちゅう　　　りんじいいん　　　　せいしきいいん　　くべつ　　　　　　　　　　かた　ふきんとうたいぐう　　　　　　　　　　めい　せんしゅつ

され

ました。仙台市が
せ ん だ い し

指名するのではなく、今後は「公募」で委員を選出していただきたい。そして、推進協議会の他に「障害者差別をなく
しめい こんご こうぼ」 いいん せんしゅ すいしんきょうぎかい ほか しょうがいしゃさべつ

す研究会」
けんきゅうかい

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

を考える
か ん が

１００人委員会
にんいいんかい

」さらに、仙台市役所各課の横断的
せんだいしやくしょかくか おうだんてき

「プロジェクトチーム」を、高齢企画課・教育委員会・
こうれいきかくか きょういくいいんか

警察
い　けいさつ

など２０数課を貫いて構築
すうか つらぬ こうちく

していただきたい。

（理由
り ゆ う

）

「障害者条例を必要
しょうがいしゃじょうれい　ひつよう

としているあなたへ～たったひとつから全国
ぜんこく

のまちへ～」（千葉県障害者条例情報発信
ちばけんしょうがいしゃじょうれいじょうほうはっしん

プロジェクトチーム編集
へんしゅう

２０

０９年
ねん

ぎょうせい発行
はっこう

）

「条例のある街―障害のある人もない人も暮らしやすい時代に」野沢和弘（毎日新聞社会部副部長
じょうれい　　　　まち　　しょうがい　　　　　ひと　　　　　ひと　　く　　　　　　　　　　じだい　　　　のざわかずひろ　まいにちしんぶんしゃかいぶふくぶちょう

）２００７年
ねん

ぶどう社
しゃ

ご意見
いけん

として承
うけたまわ

ります。

●２００６年
ねん

１０月
がつ

１１日千葉県９月議会で「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が可決成立
にち ちばけん がつぎかい しょうがい ひと ひと とも く ちばけん じょうれい かけつせいりつ

。

成立までの経過　・２００４年９月差別事例の募集７６９件（福祉３７件、労働７３件、教育２１３件、不動産取得利用２５件、建物交通アク
せいりつ けいか ねん がつさべつじれい ぼしゅう けん ふくし けん ろうどう けん きょういく けん ふどうさんしゅとくりよう けん たてものこうつう

セス３８件
けん

、サービス提供７７件、医療８６件、呼称１１件）・１１月障害者差別をなくすための研究会（委員の公募２９名。座長野沢和弘
ていきょう けん いりょう けん こしょう けん がつしょうがいしゃさべつ けんきゅうかい いいん こうぼ めい ざちょうのざわかずひ

毎日新聞社社会部副部長
ろまいにちしんぶんしゃしゃかいぶふくぶちょう

）２００５年１月発足１２月まで延べ２０回開催。・県庁内
ねん　がつほっそく　がつ　　　　の　　　　　かいかいさい。　けんちょうない

プロジェクトチーム（関係各課の実務担当者、教育委
かんけいかくか じつむたんとうしゃ きょういくい

員会、県警本部含め２４課
いんかい けんけいほんぶふくめ か

。差別事例８００
さ べ つ じ れ い ８ ０ ０

件検討・分析５月
　けんけんとう　ぶんせき　がつ

まで。作業部会の委員
さぎょうぶかい いいん

がオブザーバー参加
さんか

）・タウンミーティングの開催
かいさい

・

１２月条例案完成
がつじょうれいあんかんせい

・２００６年
ねん

２月議会
がつぎかい

に条例案提案「更に関係者の意見を聞く必要
じょうれいあんていあん　さら　かんけいしゃ　いけん　き　ひつよう

がある」との理由で継続審議
りゆう　　　けいぞくしんぎ

。・６月議会で一旦条
がつぎかい　いったんじょ

例案を撤回。「条例の成立を願う会」結成、県内２０ヶ所
うれいあん てっかい じょうれい せいりつ ねが かい けっせい、けんない しょ

を超える地域で勉強会開催。・７月常任委員会協議会への傍聴者
こ　　　　　ちいき　　　べんきょうかいかいさい　がつじょうにんいいんかいきょうぎかい　ぼうちょうしゃ

１００人・９月
にん がつ

議会に新たな条例案を提案し成立。３回の議会を経る事はかつて無
ぎかい あら じょうれいあん ていあん せいりつ かい ぎかい へ こと な

かったこと。

●白紙の段階から議論する作業部会
はくし　　　だんかい　　　ぎろん　　　　　さぎょうぶかい

（２００３年８月第三次千葉県障害者計画策定部会
ねん　がつだいさんじちばけんしょうがいしゃけいかくさくていぶかい

）と、県民自身が企画・実施する「民」主導の
けんみんじしん きかく じっし みん しゅどう

第三次千葉
だ い さ ん じ ち ば

県障害者計画の策定
けんしょうがいしゃけいかく　さくてい

をテーマにしたタウンミーティングの実行委員会（障害当事者とその家族・支援者・地域のボランティ
じっこういいんかい しょうがいとうじしゃ かぞく しえんしゃ ちいき

ア・地元の高校生
じもと こうこうせい

）ー２００３年５月２７日旭市旭中央病院講堂６００人参加。２００４年２月計画の骨子案をプレス発表。１年間に県内１
ねん がつ にち あさひしあさひちゅうおうびょういんこうどう にんさんか ねん がつけいかく こっしあん はっぴょう ねんかん けんない

０ヶ所参加者１万人。２００５年２月
しょさんかしゃ まんにん ねん がつ

２０日市川市和洋女子大学～２００６年２月迄に３２回。２００５年７月３０日千葉市淑徳大学２００人
にち いちかわしわようじょしだいがく ねん がつまで かい ねん がつ にち ちばししゅくとくだいがく にん

。

Ｐ48

●タウンミーティングを通
つう

じ、地域
ちいき

のネットワークと、千葉県の障害者運動に質的な変化が生
ちばけん　　　しょうがいしゃうんどう　しつてき　へんか　　しょう

じた。「制度に答えを求
せいど こた もと

めるのではなく、制
せ

度
いど

がなければ自分
じぶん

たちで作
つく

ろう」に運動
うんどう

が変
か

わって行
おこな

った。障害種別を越えた当事者関係者家族が行政と一体になることを可能にし、
しょうがいしゅべつ こ とうじしゃかんけいしゃかぞく ぎょうせい いったい かのう

条例制定に向け大
じょうれいせいてい　む　おお

きな推進力
すいしんりょく

になった。Ｐ23

（次
じ

ページに続
つづ

く）
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（前
ぜん

ページ続
つづ

き）

●研究会の議論から生まれた条例の基本理念―差別はなぜ生まれるのか　憎悪や悪意にとって意図的に心ない暴言や虐待の事例
けんきゅうかい ぎろん う じょうれい きほんりねん さべつ う ぞうお あくい いとてき こころ ぼうげん ぎゃくたい

は必
　じれい　　かなら

ずしも多
おお

くはなく、大半は障害のある人あるいは障害そのものへの理解がないこと、誤解や偏見により無意識に行われている。相
たいはん しょうがい ひと しょうがい りかい ごかい へんけん むいしき おこな

互扶助機能
　　　そうごふじょきのう

の後退と、障害のない人を標準に作られたれた日本社会のあり方が経済成長優先の効率化社会へと変化し、障害のある
こうたい しょうがい ひと ひょうじゅん つく にほんしゃかい かた けいざいせいちょうゆうせん こうりつかしゃかい へんか しょうがい

人への配慮が必ず
　　　　　　ひと　　　はいりょ　　　かなら

しも十分反映されずに、支援制度も施設支援中心の施策が続き、教育制度も場を分けた支援教育がすすめられ、
じゅうぶんはんえい　　　　　　　しえんせいど　　　　しせつしえんちゅうしん　　しさく　　　つづ　　　　きょういくせいど　　ば　　わ　　　　　しえんきょういく　　　　　　　　　　

社会からの距離を遠くし障害
　　　　　しゃかい　　　　　　きょり　　　とお　　しょうがい

者差別への理解と根絶を後回しにしてきた要因
しゃさべつ　　　　　りかい　　　こんぜつ　あとまわ　　　　　　　　　　よういん

となっている。　Ｐ41

―どうしたら差別はなくせるのか　障害のある人と小さな頃から同じ生活体験をする機会がない人があまりにも多いため、社会全体に
さべつ しょうがい ひと ちい ころ おな せいかつたいけん きかい ひと おお しゃかいぜ

「障害者
んたい　しょうがいしゃ

も同じ社会の仲間」という感性が育ちにくく、外見や理解が困難な言動
　おな　　　しゃかい　なかま　　　　　　　かんせい　そだ　　　　　　　　　がいけん　りかい　　　こんなん　げんどう

からコミュニケーションを避
さ

けたり、「かわいそう」「保護
ほ ご

すべき対象
たいしょう

」という固定観念に縛られてしまうように思われる。保護的な障害者観は、時として、障害のあるひとの自立と社会参加を妨
こていかんねん　しばら　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　　　ほごてき　　　　　しょうがいしゃかん　とき　　　　　　　しょうがい　　　　　　　　　　　　じりつ　　　しゃかいさんか　　さまた

げてしまう。また、障害
しょうがい

のある人の感じる差別」と「障害のない人が考えている差別」との間には、大きな「意識の差」が存在
ひと　　かん　　　さべつ　　　　　しょうがい　　　　　ひと　　かんが　　　　　　さべつ　　　　　あいだ　　　　　　おお　　　　いしき　　　さ　　　　そんざい

している。

ｐ43

差別を解消するためには、この「意識の差」を埋めていくこと。その前提として「差別とは何か」を明らかにしておく必要
さべつ　　　かいしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　いしき　　　　さ　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜんてい　　　　　　さべつ　　　　　なに　　　　　あき　　　　　　　　　　　　　ひつよう

がある。ｐ45　す

べての県民のための条例
けんみん　　　　　　　　じょうれい

にｐ47

●障害者条例の位置づけ　政策の枠組みを定めるだけではなく、実際に起きた差別事例案を解決する手続きを定
しょうがいしゃじょうれい　いち　　　　　　　せいさく　　わくぐ　　　　　さだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　じっさい　　お　　　　　さべつじれいあん　　かいけつ　　　　てつづ　　　　さだ

めているところに特
とく

徴
ちょう

がある。刑罰法規や損害賠償の制度
けいばつほうき　そんがいばいしょう　せいど

によるのではなく、裁判外
さいばんがい

のあっせんと勧告
かんこく

によって問題を解決
もんだい　かいけつ

していこうとするものです。お

互
たが

いの思い込
おも こ

みを一旦取り除いて、差別したとされる側と差別されたと主張する側の相互理解と歩み寄りによって、問題を根本から解
いったんと のぞ さべつ がわ さべつ しゅちょう がわ そうごりかい あゆ よ もんだい こんぽん

決
　　かいけつ

していこうとしています。また紛争処理だけではなく、①差別の定義に不利益取扱いだけでなく合理的な配慮に基づく措置の欠如を
ふんそうしょり さべつ ていぎ ふりえきとりあつか ごうりてきなはいりょ もと そち け

追加　②不利益取扱いの態様
つじょ　　ついか　　　ふりえきとりあつか　　　　　たいよう

を類型化
るいけいか

　③障害のある人に対する差別を禁止する条項を設定
しょうがい　　　　　ひと　　たい　　　　さべつ　　きんし　　　　　じょうこう　せってい

　④各分野ごとに差別の状況やその解
かくぶんや さべつ じょうきょう か

決に向けた取組みを検討する分野
いけつ　　む　　　　　とりく　　　　　　けんとう　　　ぶんや

別会議を設置　障害者差別をなくしていくための手段を、様々な角度から導入していることも大きな
べつかいぎ せっち しょうがいしゃさべつ しゅだん さまざま かくど どうにゅう おお

特徴
　　　　とくちょう

です。ｐ81
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

●条例の概要①基本理念・差別の定義②差別を解消するための３つの仕組み・地域相談員６５０人、広域専門指導員１６名、調整委
じょうれい がいよう     きほんりねん　　　さべつ　　ていぎ　　　さべつ　　　かいしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　しく　　　　　ちいきそうだんいん　　　　にん　　こういきせんもんしどういん　　めい　ちょ

員会
うせいいいんかい

　・推進会議　・表彰と情報提供
すいしんかいぎ　　ひょうしょう　じょうほうていきょう

　ｐ89

●条例の論点　①条例の名称「障害」「差別」　②「障害」の定義　③「差別」の定義　④不利益取扱い　福祉、医療、商品・サービス、雇
じょうれい ろんてん じょうれい めいしょう しょうがい さべつ しょうがい ていぎ さべつ ていぎ ふりえきとりあつか ふくし いりょう しょうひん

用、教育
　　　　こよう　きょういく

、建物・公共交通機関、不動産取引、情報の提供、差別の禁止と適用除外、罰則の取扱い、中立・公正の確保
たてもの　こうきょうこうつうきかん　　ふどうさんとりひき　じょうほうのていきょう　さべつ　　きんし　　　てきようじょがい　ばっそく　とりあつか　　　ちゅうりつ　こうせい　かくほ

　ｐ96

●施行後の状況
せこうご　　　　じょうきょう

　①個別事案の相談活動の状況　・相談活動の実施体制・個別事案解決の流れ・見えてきた課題―条例施行後１年
こべつじあん そうだんかつどう じょうきょう そうだんかつどう じっしたいせい こべつじあんかいけつ なが み かだい じょうれいせこう

間に寄
ご　　ねんかん　　よ

せられた相談３７０件に対し延べ３８５８回地域相談員広域専門相談員が相談実施
そうだん　　　　けん　　たい　　の　　　　　　　　かい　ちいきそうだんいんこういきせんもんそうだんいん　そうだんじっし

。●見えてきた課題
　み　　　　　　　　かだい

①第三者による合意形
だいさんしゃ　　　　　ごういけい

成の有効性
せい　　　ゆうこうせい

。②相談活動の課題―虐待防止法
そうだんかつどう　かだい　　　ぎゃくたいぼうしほう

。③今後に向
こんご む

けて。ｐ146

●障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共に暮
とも く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくりを幅広
はばびろ

い県民運動
けんみんうんどう

へ　・推進会議
すいしんかいぎ

―協議課題
きょうぎかだい

　「５つの分野別会議
ぶんやべつかいぎ

―①

福祉・医療・情報
ふくし　いりょう　じょうほう

、②商品
しょうひん

・サービス、③雇用
こ よ う

、④教育
きょういく

、⑤建物・交通・不動産
たてもの　こうつう　ふどうさん

」　ｐ162・条例を地域で活
じょうれい　ちいき　　　い

かす・成熟した市民社会への挑
せいじゅく　　　しみんしゃかい　　　ちょ

戦　野沢和弘
うせん　のざわかずひろ

　ｐ180
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項目
こ う も く

no. 寄
よ

せられた意見
い け ん

考
かんが

え方
かた

そ
の
他た

112

これまで実施
じ っ し

してきたココロン・カフェ等
とう

で出
だ

された意見
いけん

を踏
ふ

ま

え、中間案
ちゅうかんあん

においても「8　基本的
きほんてき

な施
せ

策
さく

」において、啓発活動及
けいはつかつどう

び障害者
およ　しょうがいしゃ

と障害者以外の人等
しょうがいしゃいがい　ひととう

との交流
こうりゅう

の機会
きかい

の提供
ていきょう

などの取
と

り組
く

みを行
おこな

うことを盛
も

り込
こ

んでいるところです。

○仙台市障害者施策推進協議会のあり方
せんだいししょうがいしゃせさくすいしんきょうぎかい　　　　　かた

について（Ⅱ）

　ココロンカフェを今後とも継続
こんご　　　　けいぞく

すること。推進協議会の委員
すいしんきょうぎかい　　いいん

が、ココロンカフェに相当人数（従来
そうとうにんずう　じゅうらい

の３～４名
めい

ではなく）の委員が出席し
いいん しゅっせき

て、当事者の人
　　　　　とうじしゃ　　ひと

びとと日常の如く会話すること、その中身を政策に反映すること。この姿こそ、「市民協働の政策
にちじょう　ごと　　かいわ　　　　　　　　　　　　　なかみ　　　せいさく　　はんえい　　　　　　　　　　　　すがた　　　　　しみんきょうどう　　せいさく

づくり」です。

なにも、「３年後に見直すには、条例制定後相当期間を経
ねんご　　　みなお　　　　　　　　　じょうれいせいていごそうとうきかん　へ

て、アンケート集計で長期のニーズ把握を行う必要
しゅうけい　ちょうき　　　　　　　　　はあく　　おこな　ひつよう

がある」（仙台市法務担
せんだいしほうむた

当官：推進協議会での答弁）という
んとうかん：すいしんきょうぎかいでのとうべん）という

手続きは不要
てつづ ふよう

です。

（理由
り ゆ う

）

「心
こころ

の問題
もんだい

から社会
しゃかい

のルールへ」東俊裕
あずまとしひろ

ＪＩＬ(全国自立生活
ぜんこくじりつせいかつ

センター協議会)人権委員会委員長、弁護士
きょうぎかい　じんけんいいんかいいいんちょう　べんごし

・誰しも「差別は悪いこと」だとは頭の中では理解
だれ　　　　さべつ　　　わる　　　　　　　　　　　　あたま　なか　　　　りかい

している。しかし、内心では「触
ないしん ふ

れたがらない」「自己防衛本能的な発想に陥り」自分
じこぼうえいほんのうてき はっそう おちい じぶ

が非難
ん　　　ひなん

される立場
たちば

にいることから逃
のが

れようとする。

・差別を受
さべつ う

けている側
がわ

は、そのような「自己防衛的態度」には敏感で、相手側の欺瞞を暴
じこぼうえいてきたいど　　　　　　　　びんかん　　　あいてがわ　　ぎまん　　あば

こうとする。批判にさらされる側がその追求
ひはん　　　　　　　　　　　　がわ　　　　　　ついきゅう

を

ストンと納得できない場合、「批判を受けないで済
なっとく　　　　　　　　ばあい　　　　ひはん　　う　　　　　　　　　　す

むにはどうしたらいいか」「問題を起こさなくて済むような技術や表現や態度を会得
　もんだい　　お　　　　　　　　　　す　　　　　　　　ぎじゅつ　　ひょうげん　たいど　　　えとく

す

る」ことにことさら神経
しんけい

をとがらせる。

・差別を語
さべつ　　　かた

るときに、必ず出
かなら で

てくるのは「心の問題
こころ　もんだい

」である。「差別のない心」とか「思いやりを大切
さべつ　　　　　　　こころ　　　　　おも　　　　　　　　たいせつ

にしましょう」とか、いかにも市役所の
しやくしょ

壁
かべ

に貼
は

ってあるような標語が思い出
ひょうご おも だ

される。

・しかし、何が差別なのかはっきりと社会的にも認知されている事例は別として、差別を受ける側が考える差別と多くの人が考える「差
なに さべつ しゃかいてき にんち じれい べつ さべつ う がわ かんが さべつ おおく ひと かんが

別には大
　さべつ　　　　おお

きな隔たり」がある。障害のある人にとって差別と感じることが、障害のない人にとって差別と感じていないことは山ほどある。
へだ しょうがい ひと さべつ かん しょうがい ひと さべつ かん やま

この「大きな隔
　　　　　　　　　　おお　　　へだ

たり」が一般社会人の「差別に対する無知や無関心を生む。」差別を受ける側としては、無知・無関心の故に差別が不
いっぱんしゃかいじん さべつ たい むち むかんしん う さべつ う がわ むち むかんしん ゆえ さべつ

問に付
ふもん　　ふ

されたのではたまらない。ここに、「生
い

きにくさ」「暮
く

らしにくさ」の社会的背景
しゃかいてきはいけい

がある。

・しかし、本当にそれが差別になると知
ほんとう　　　　　　　　　さべつ　　　　　　　　　し

らなかったなら、その後の個人の有り様は別
ご　　　　こじん　　　あ　　よう　　べつ

にして、当の問題についての非難は鈍る。差別
とう　　もんだい　　　　　　　　　　　ひなん　　にぶ　　　　さべつ

を

するかもしれない側
がわ

にとっても、心
こころ

の問題
もんだい

として突き放
つ はな

されないで、「何が差別
なに さべつ

なのか、はっきりとした物差
ものさ

し」が示
しめ

されることによって、

はじめて差別の問題
さべつ もんだい

と正面から向き合
しょうめん む あ

えることができる。

・したがって、差別
さべつ

は単
たん

なる個人
こ じ ん

の問題
もんだい

を越
こ

えて、
、

人
ひと

の集
つど

う社会
しゃかい

には必然的
ひつぜんてき

に起
お

こる問題
もんだい

である以上
いじょう

、個人
こ じ ん

レベルでの行動規範
こうどうきはん

にそ

の解決策
かいけつさく

を見出
みいだ

したり、曖昧
あいまい

な人権啓発
じんけんけいはつ

や社会常識
しゃかいじょうしき

レベルの社会規範
しゃかいきはん

にその解決策
のかいけつさく

を求
もと

めるのではなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

にとっても、

ない人
ひと

にとっても誰
だれ

でもが是非
ぜ ひ

の判断
はんだん

ができるような社会
しゃかい

のルール（法律
ほうりつ

）を作
つく

るべきである。
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　医師
い し

と病院
びょういん

よりの被害
ひがい

受
う

け障害
しょうがい

になるのは、病院
びょういん

よりの手術
しゅじゅつ

や化学
かがく

薬品
やくひん

（←毒物
どくぶつ

で副作用
ふくさよう

、被害作用
ひがいさよう

が多
おお

い）や栄養調味料を取
えいようちょうみりょう　と

ら

なかったり、多
おお

かったりして、また、事故
じ こ

により、ファミリーケア、ソーシャルケアない時
とき

も、やはり医者
いしゃ

により被害
ひがい

を受
う

ける人々
ひとびと

が増
ま

して

いるので、医師
い し

に行
い

くのは止
や

めてもらい、障害者
しょうがいしゃ

年金
ねんきん

を受
う

けるとゆうのではなく、被害
ひがい

年金
ねんきん

を市
し

より出
だ

してもらい、①食事
しょくじ

療法
りょうほう

ケアサ

ポート②ファミリーケアサポート③ソーシャルケア④リハビリケア⑤お金
かね

のサポート⑥働
はたら

く事
こと

のサポートをして下
くだ

さればいやされます。

　世界
せかい

医療
いりょう

団
だん

より、関東
かんとう

地方
ち ほう

は、栄養
えいよう

医学
い がく

、分子
ぶんし

整合
せいごう

医学
い がく

、カウンセリング、サプリ食事
しょくじ

療法
りょうほう

の治療
ちりょう

が入
はい

っている。

サプリの治療
ちりょう

を厚生省
こうせいしょう

で保険
ほけん

キク事
こと

がでるように許可
き ょか

してもらう。

　ご意見
いけん

として承
うけたまわ

ります。

そ
の
他た
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